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会議録 平成 27 年 7 月 2 日(木) 場 所 3 階 第 5 研修室

会 議 名：第 4回総務・経済常任委員会

出席委員：平野委員長、佐藤副委員長、新井田委員、竹田委員、相澤委員、手塚委員

福嶋委員、鈴木委員、吉田委員、又地委員

欠席委員：なし

会議時間 午前 10 時 00 分～午後 2時 37 分

事 務 局 吉 田、西 嶋

開 会

1 ．委員長挨拶

平野委員長 それでは、皆さんおはようございます。

ただいまから第 4回総務・経済常任委員会を開会いたします。

ただいまの出席委員は 10 名でございます。

よって、委員会条例第 14 条の規定による委員定足数に達しておりますので、会議は成立

いたしました。

ただちに本日の会議を開きます。

本日の会議次第は、別紙配付のとおりでございます。

2 ．調査事項

（ 1 ）＜総務課＞

・工事等契約について

平野委員長 副町長、総務課の皆様、大変ご苦労様です。

常任委員会、今年度の改選はじまりまして総務課ははじめてということで、担当課長に

ついては一度交流で面識がありますけれども、主査以下のかたははじめてのかたもいらっ

しゃいますので、自己紹介を総務課長からでもよろしいですし、本人からでもよろしいで

すので、お願いします。

総務課長。

山本総務課長 おはようございます。

本日の説明員でございますが、財政グループの田畑主査です。財政グループ、山根主事

です。総務グループ、幅崎主査です。課長の山本です。後ほど、総務グループの加藤（崇）

主査が説明に上がります。

本日はその他といたしまして、防災無線の取り扱いについてということで、追加のお願

いしてございますので、最後のほうにお願いをしたいと思います。

早速、よろしいでしょうか。
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平野委員長 それでは、調査事項のほうに入らせていただきたいと思います。総務課長の

ほうから、説明をよろしくお願いいたします。

総務課長。

山本総務課長 それでは、総務課所管であります事務調査の 1 点目は、工事等契約につい

てでございます。総務課資料の 1 ページから 5 ページまでが、平成 27 年 6 月 29 日現在の

平成 27 年度分の工事予定等となっておりまして、6 ページから 10 ページまでは平成 26 年

度分の実績となっております。

はじめに、1 ページから 3 ページが工事等発注一覧で、工事件数が 44 件で、ちょっと資

料のほうには合計覧がないのですが、合計金額が約 10 億 9,780 万円となっており、昨年度

の実績より件数で 2件の減、金額では約 1億 380 万円の減となっております。

また、4 ページから 5 ページまでが委託業務等発注一覧で、委託件数が 17 件で、合計金

額が約 8,560 万円となっており、昨年度の実績より件数で 3 件の減、金額では約 1,370 万

円の減となっております。

工事発注状況、及び委託業務ごとに落札率を掲載しておりますが、工事等のこれまでの

平均落札率は 95.0 ％、委託業務等の平均落札率は 93.6 ％となっております。

これまで、4 回の入札を実施しておりまして、工事等では 13 件、委託業務等ではプロポ

ーザルを含めまして 10 件、合わせまして 23 件が発注済みとなっております。

なお、詳細につきましては、田畑主査のほうから説明をさせます。よろしくお願いしま

す。

平野委員長 田畑主査。

田畑主査 それではこちらからは、平成 27 年度発注済の工事及び委託業務について説明を

させていただきます。まずは、1ページをご覧ください。

今年度につきましては、発注予定工事 44 件のうち、6 月までに 13 件の発注が終了して

おります。会計ごとの内訳につきましては、一般会計が 9 件、水道事業が 1 件、下水道が

3件となっております。

工事の概要につきましては、こちらご覧のとおりとなっておりますが、こちら 1 番左の

番号が付いているところで若干説明をさせていただきます。1 番の公共下水道汚水管渠新

設工事（その１）につきましては、管路ルートの変更が必要となったことがありまして、

入札後に設計変更されております。また、4 番のこちらも同様の公共下水道汚水管渠新設

工事（その３）につきましては、管渠工の増及び既設排水管の撤去が必要となったことか

ら、こちらも設計変更しております。5 番・7 番につきましては、平成 26 年度からの繰越

事業となっておりまして、6 番の中学校教員住宅浴室改修工事につきましては、こちら入

札を行いましたが不落となりまして協議の上、随意契約とさせていただいております。13

番につきましては、専門性のある機器の更新でありますので、取扱業者との随意契約とな

っております。工事につきましては、以上 13 件で、平均落札率は 95.0 ％となっておりま

す。

続きまして、4ページをお開き願います。

委託業務につきましては、今年度の発注予定 17 件のうち、6 月までに 10 件の発注が終

了しております。会計ごとの内訳としましては、一般会計 9 件、病院事業会計 1 件となっ

ております。委託業務の概要についてもご覧のとおりとなっておりますが、そのうち 2番、
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3 番、6 番、7 番につきましては、平成 26 年度からの繰越事業となっておりまして、それ

ぞれ専門性の高い事業であることから、表記の事業者と随意契約となっております。5 番

の観光パンフレット作成業務委託につきましては、公募型プロポーザルにより随意契約と

なっております。以上、10 件で平均落札率は 93.6 ％となっております。

これで、平成 27 年度発注済みの工事及び委託業務の説明を終了させていただきます。よ

ろしくお願いいたします。

平野委員長 ただいま、平成 27 年度の工事等並びに委託業務等の説明がございました。各

委員につきましては、質疑を承ります。どなたか質問はございませんか。

竹田委員。

竹田委員 今年度の発注済みの工事及び委託業務の説明をいただきましたけれども、昨年

もそうだったのだけれども、いろんな委員会だとか決算でもこの落札率の部分が話題にな

っていたのですが、不落で例えば随契して 99 ％・100 ％というのは、やむを得ないのかな

というふうに思いますけれども。ただ、いまのこの入札の仕組みと言いますかその中で例

えば金額の大きい部分が 99.2 ％だとか、やはり一般町民から見てもこの辺はどうなのだと

いう部分がよく広報を見てそういう部分が。議会がどうこうということではないのでしょ

うけれども、その辺の入札のあり方についてもやはり再度見直す必要があるのかなという

気もするのですよね。26 年度も結構この金額の大きい部分が、99.何パーセントという中

で落札されているというこの実態です。やはりその辺というのはどうなのだろうと。予定

価格の公表だとかをしているせいなのかどうなのかわからないのですけれども、その辺に

ついて入札の執行担当としてどういう見解をお持ちなのか、その辺をまずお聞かせくださ

い。

平野委員長 総務課長。

山本総務課長 まず、現状の資材・労務単価の関係につきましては、「落ち着いている」と

いうことで、担当のほうからはお聞きをしております。昨年も同趣旨の質疑がありまして、

当時は高くなっているというようなお話でしたが、いま現在は比較的落ち着いていると。

いま竹田委員がご指摘のように、木古内町ではこの工事内容につきましては、町のホーム

ページで一覧を掲載しておりまして、予定価格または設計金額というものを広く皆さんに

お知らせをしているというのが 1点ございます。

それと、町の設計自体ですが、これについてはなるべく費用を抑えるということで、切

り詰めたと言いますかそういうことで、極力低く抑えて設計をしているというのがありま

す。

それから、積算にあたりましては、木古内町も北海道の単価をほぼ使用しておりますの

で、事業者さんのほうも公示の書類をいただいて積算をされますと、ほぼそれに近い金額

というのは、それぞれ業者さんも北海道の単価を抑えておりますので、そういうことでは

町が積算するものと同程度のものという金額になるのではないかというふうに思っていま

す。その中で、各事業者さんが価格競争というのを行うわけでございますので、若干落札

率が高いというような状況になるものと思われます。これにつきましては、以前から町の

ほうで協議をいたしまして、要は不正防止ということが一つ念頭にありまして、事前に町

のほうでホームページで公表をしているというものがございますので、これはやっていな

い自治体もございますし、国・北海道であれば事後公表というようなものもされておりま
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すけれども、町としてはそういう観点も一つ踏まえながら、事前に公表をして行っている

という状況になっております。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 総務課長とすれば、いま担当として行っている実態の部分なのですよね。私が

言いたいのはやはり、確かにいま一時から見れば鉄材含めて、少しは落ち着いているのか

なというふうに思いますけれども、そういうことからすればもっと入札のあり方を含めて、

一般競争だとかもやはり議論をすべきではないかというふうに思うのです。まず、やはり

町が財政がいま余裕があるから、「もう 99 ％でも 100 ％でもいいよ」というくらいの何か

そういう形で一般の人から見ればそういうふうに見えるらしいのですよ。町がいま余裕が

あるから 99 ％でも、やはり厳しい時はいろんな四苦八苦して、これをやはり 95 ％だとか

96 ％だとかの部分が過去にたくさんあったのだけれども、最近はもう 99.何パーセントと

いう落札がそれがまかり通っている。それも金額の大きいやはり工事がなっているという

ことは、町とすればいまの財政の状況からすれば、まあいいほうが。そういうことからす

れば、別に入札のあり方も検討する必要はないということなのかどうなのかについて、再

度答弁を願います。

平野委員長 副町長。

大野副町長 町の入札制度のあり方ということでのご質問かというふうに思います。まず

第 1 点目は、町の業者に仕事を取っていただきたい、やっていただきたいという思いが行

政の中には強くあります。地元の方々が仕事を取って、地元の働いている方々に還元がで

きる。そういったことで町の予算を使っていきたいというのが前提にあるものですから、

そこは町内業者に指名をするという方法を採らせていただいています。一般競争入札とい

うことになりますと、地域限定というふうにすると町内限定というのができます。しかし

これは、やっていることは指名競争入札と同じ内容なのです。一般競争入札を言いながら、

他町の方々の入札を排除するような地域限定ということになると、むしろそれに対して批

判が出ますので、それはほかの地域からです。一般競争入札は、やはりどこからでも入札

に参加できるのだとオープンなやり方が本来の姿ですから、私ども行政が進める上ではや

はりまだまだ地域の業者の育成、そして技術の向上。そういったことにつながるような形

で進めていきたいという思いですので、いまのところは指名競争入札というふうなやり方

で進めさせていただきたいと思っています。

また、財政に余裕があるというふうな町の声があるとすれば、大変申し訳ないのですけ

れども、町としましてはずっとこの指名競争入札、そして価格の公表ということを続けて

きているわけですので、そこのところは地元業者を優先していくのだという行政の声を議

員の皆さんにも届けていただければありがたいなというふうに思っております。以上です。

平野委員長 新井田委員。

新井田委員 竹田委員とちょっとラップする関連性がありますけれども、いま縷々総務課

長あるいは大野副町長からあり方についてのご説明がありました。もちろんそれは、一理

当然あると思います。いわゆるいろんなことの精査の中で、やはりこういう契約率になっ

ているというのも理解ができないわけでもありません。ただ、いまの段階を見据えた中で

は、先ほど大野副町長がいまいまそういう体制を替える必要はないと、つもりはないとい

うお話ですけれども。やはり今後を見据えた中で、俗に言う我が町も近隣他町村も含め、
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ある意味では全国区的な人口減の中で、やはりいろんな予算面で支障を来すと、人口減の

問題を含めて。そうなった時に、やはり「いまはいい」という形の中でもいいのでしょう

けれども、そういう長中期的な部分でいけば、やはりそういう変えていく視線も当然なが

ら必要になってくるのではないかと思うのです。その辺はやはり行政としても、我が町の

業者あるいは他町村の外注先の業者にも知らしめていく必要性があると思うのです。ただ、

そういう意味では「いまはいい」ということではなくて、やはり先を見据えた中で、トー

タル的な考え方の中で、いろいろ改革面ではやり取りはしているということしょうけれど

も、もっともっとやり方を変えていく必要性があると思うのです、私は。そういう部分は、

この先という部分ではどういう考えなのかちょっとお聞かせください。

平野委員長 副町長。

大野副町長 工事を発注する時の業者の積算のほうから少し話をしていきたいと思います。

先ほど総務課長のほうからも説明がありましたとおり、北海道が公表している単価を使っ

て、工事は積算をしています。業者には公示用ということで、お知らせする用の資料とし

ては数量を入れています。数量に道の単価をかけると工事費は出るようになっています。

そういった積算システムを各業者はお持ちですから、単価を入れていけばこの工事費はわ

かるようになっています。町が公表している価格が道の単価で作られているかどうかとい

うのは、そこで整合性と言いますかわかるようになっています。あと、入札に参加する業

者は企業努力ですから、いかに低価格で入札をしながら自分のところで儲けも取りながら

と。そこでの競争になってくるというふうに思っています。その競争をしていただいてい

るものというふうに判断をしている状況では正しいと言いますかそれぞれが自分のところ

のできる金額で、応札をされているだろうというふうに思っています。そういう前提に立

ちながら競争については、努力をしてほしいということについて、それぞれの協会の会長

さんが二つの協会があっておりますので、そちらのほうには声をかけていきたいなという

ふうには思っております。これは、私の立場からは話ができるかというふうに思っていま

すので、担当課長からということになるとちょっと問題があるかなと。これは、積算の関

係等で問題があるかなというふうに思っておりますので、声は私のほうから発していきた

いというふうに思っております。以上です。

平野委員長 又地委員。

又地委員 町内業者の育成という部分は、よくわかります。ただ、町内業者の育成という

ことは、お手盛りであってはならない。その辺、十分行政サイドは知っていると思うのだ

けれども、1点だけちょっと伺います。

総務課長からもあるいは副町長からも地元業者の育成という部分が出てきた。これは、

委員の皆さんも十分承知していることなのですね。ただ、そうしたら経済効果云々の部分

を考えた時に、税金がどのくらい入ってきているのだと、税金。例えば副町長が言ったよ

うに、利益を考える。利益を考える中で、税金を納めてもらわないとだめだ。これは、公

共事業の要素。その辺を 1点と。

それから、町外業者とは言うものの大型工事で昨年は、2 億 5,000 万円くらい澤田建設

が入っている。その辺は私達が口を挟むことはできないと思う。それは、指名委員会の中

で例えば澤田建設さんは町外業者です。これは、皆さんがよく知っている。ただ、サブに

ついたのは平澤さんです。それで、企業体を組んでいる。という部分を考えた時に、ちょ
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っとつじつまの合わない部分もあります。その辺の見解をちょっとあれしておきたい。と

いうことは、例えば澤田建設が町外業者で、利益がいくら上がっても木古内町には利益は

落ちないと私は思っています。その辺どうなのかと。この 2点をちょっと聞いておきます。

平野委員長 副町長。

大野副町長 1 点目の工事を受注している事業者の従業員等の町民税等に関してだという

ふうに理解をします。発注している時期が通年にわたっての発注になっておりますので、

各町内事業者さんにおかれましては、作業員・従業員も通年で雇用しているというふうに

認識をしています。そういった中では、税収のほうも伸びているというような判断をもっ

ております。数字はいまもっていませんけれども、必要であれば後ほど調べて出したいと

いうふうに思います。少し時間をいただくことになろうかと思いますけれども。

あと、最初のほうの説明といまの澤田さんの件ですけれども、矛盾するということのご

指摘です。5,000 万円を超える工事につきましては、ＪＶを企業体を組むことができます

よというか企業体を組んでいただくということを前提に発注をするような考え方に立って

おります。ＪＶを組んでいただいて、今回のスポーツセンター何かもそうですけれども、

町内業者にまず参加をしていただきたいという思いもありますから、ＪＶを組んで参加を

する。工事の内容によりまして、北海道のほうの発注なども参考にさせていただいて、道

が工事業者のランクを付けています。町内業者だけでは、なかなか複数の業者が揃わない

という状況があるものですから、外からの道の資格でいうＡランクの函館市内のかたを参

加に入れているという状況があります。そういった場合には、10 社程度の指名ということ

で競争入札を実施をしておりまして、たまたまになりますがそこで取っているのは、平澤

さんとＪＶを組んでいる澤田さんが駅の自由通路です。等の工事を受注しているという状

況です。以上です。

平野委員長 又地委員。

又地委員 そうしたら、もう 1 点。町内は 6 社くらいですかね。建築と土木で何社いるの

ですか。いま副町長が言うように、町内業者だけでＪＶを組ませると入札に参加する業者

の数が普通であれば 5 社とかになっていますよね。それが、町内業者だけにＪＶを組ませ

ると、入札に参加してもらう業者が少なくなってしまうと。これは、よく理解をできます。

ただ、町内業者の育成を考えた時に、発注時期の問題。私は一番大事なのは、町内業者の

育成を考える時には、発注時期の問題が一番大事だと思う。ということは、これは上級官

庁でもよーいどんでが出ます。それから、5 月の連休明けです。町内業者も上級官庁の仕

事をもらっている業者もおります。そうすると、例えば上級官庁の発注時期、そして町の

発注時期とダブってしまうと。そうすると、技術屋の数が足りなくなるという深刻な問題

になる。兼務できませんからね、技術屋さんは。だから、その辺をやはり業界の毎年何か

やっているようですよね。業界との懇談会みたいなのをやっていますよね。そういう時に

いろいろ声が挙がっていると思うのです、私は業界からの。その業界から挙がった声をや

はり真摯に受け止めて、何とか技術屋さんが重複しないような工事発注時期だ。俗に言う

上級官庁とうちの町との発注時期が重ならないような配慮というか。これは、工事の中身

によって来年例えば新幹線が開業だという時に、間に合わせないとだめだからことしあた

りは仕方がないのかもわからない。何とか早く完成させないとだめだというものがあるか

ら仕方がない部分もあろうかと思うのだけれども、これは次年度以降になるかもしれませ
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んけれども、その辺の重複しないようなリンクしないような発注もある意味では、地元業

者の育成に随分つながる要素だなと思っておりますので、その辺は十分来年度からでも、

あるいは年度途中で発注する部分に関しても業界の動向をやはり常に掴んでおくべきだと

そういうふうにも思うので、その辺は十分配慮してやってください。

ただ、先ほど副町長も言っていた指名競争入札云々と一般競争入札云々の部分はわからな

いわけでもないけれども、他町よその自治体からいうと、「木古内町はすごいね、うらやま

しい」という限りだという声は随分聞きます。ただ上級官庁、例えば道であっても開発局

であっても国土交通省であっても、2 億とか 1 億以上あるいは 2 億 5,000 万円以上という

のは、2 社とかではないのですよね、ＪＶというのは。3 社とか、下手をすると 4 社です。

だからその辺のことを考えると、これまた 3 社・4 社のＪＶになると、地元企業の数が少

ないから業者数が少ないから、そうしたら大変だなという部分も考えないわけではないけ

れども、過去に例えば 2 億 5,000 万円で 1 社とか、1 社で取ったとかという部分があるの

で、発注する際は随分気を遣ってあれしてほしい。ただ、入札執行率の 99.いくらだとか

というのは、やはりよその町からも自治体からもいろいろ聞こえてきますよ、「木古内はす

ごいね」と。99 ％内の入札執行率というのは、よその自治体では考えられない。これは、

北斗市さんも随分新幹線絡みで出しています。だけれども、見ると 95 ％以下ですほとんど。

その辺は、やはり町民から不信を抱かれないような中での入札体制を考えてもらいたいな

とそう思いますので。

平野委員長 福嶋委員。

福嶋委員 1 点、27 年度の 10 番のパークゴルフ場の管理棟の塗装及び板金工事についてち

ょっと。板金工事というふうなことがどこまで板金工事なのかわからないけれども、最近

こうやって見ていると屋根の貼り替えを全部海側の屋根を半分全部取り替えている。あれ

屋根の取り替えということを何もここに謳っていないけれども、この中で 220 万円の工事

費の中で、先ほど私は聞き逃したかもわからないけれども、設計変更があったのかないの

か。当初から屋根の貼り替えというのは、予定していたのか。話を聞けば「もうボロボロ

だ、取り替えているのだ」と、全部取り替えている状況を見ました。それで、板金と屋根

の塗装と貼り替えとはちょっと違うのではないかということでちょっと気が付いたもので

すから、わかる範囲内でお知らせください。

平野委員長 10 番の内容確認について。

総務課長。

山本総務課長 ただいまのパークゴルフ場の管理棟の塗装等ということですが、担当課の

ほうからは塗装工事、これは外壁の部分と屋根の部分と。あと、屋根の一部貼り替え工事

ということの内容ということの工事内容で、この金額ということでお聞きしております。

板金も入っております。

平野委員長 又地委員。

又地委員 ちょっと最近仄聞するところによると、電気なのか設備なのかわかりませんけ

れども、これはちょっと副町長に指名委員会の親分ですし、ちょっと聞いておきます。

例えば、入札があります。指名業者が何社かいる。そうしたら、不落になったと。不落

ということは、札を入れたけれども該当する業者がいないということです。ところが、そ

の不落になった工事を再入札しますと。という時に、前の指名に参加した業者をまた指名
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に入れるのですか、うちの町は。本来であれば、一つの工事を発注する。その時に不落に

なりました。不落になった場合は、不落になったこの業者・指名に入った業者は、不落に

なった時の入札には再入札の時には、指名に入れないはずです。うちはどうなっています

か。ちょっとその辺を聞いておきます。

平野委員長 総務課長

山本総務課長 ただいまのような事案につきましては、再入札ということになりますが、

工事名をまず変えます。工事の名称を変えて、工事の内容につきましても変更をした上で、

別な工事ということで、改めて入札・指名をするということの取り扱いにしております。

平野委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前 10 時 33 分

再開 午前 10 時 40 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

各委員につきましては、その他質問はございますか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 なければ、ちょっと私から何点か。先ほど休憩の中でも話しましたが、この

資料を基に議論をするわけですから、この資料の掲載の仕方について、山本総務課長から

も冒頭の説明がありましたとおり、この時点での平均パーセンテージ、それから合計金額。

昨年比は口頭でお話をされましたけれども、それは事前に資料に付けることはできないの

かと、あるいは入札の業者数。それと、最低落札価格が 250 万円以上の場合に 80 ％なのか、

それ以上なのかの先ほど数字が決められると言ったのですけれども、その最低落札価格の

掲示もできないのかどうなのか。この資料の作り方についてです。

総務課長。

山本総務課長 資料につきましては、工事済みの分の平均パーセントを口頭でお話しまし

たが、それは資料として記載はできます。合計欄も設けることができますので、そのよう

にはできます。

それから、備考のほうに参加業者数を記載するということも可能ですし、入札後であれ

ば最低価格も表示ができますので、備考欄を使いましてそのような形にしていきたいとい

うふうに思います。

平野委員長 そういうのを記載することによって今後、議論をする時により明確な議論が

できると思いますので、次回からの資料についてはそのような進みでお願いいたします。

その他、ございますか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 なければ、工事等契約については終わりたいと思います。

11 時まで暫時、休憩をいたします。

休憩 午前 10 時 50 分

再開 午前 11 時 00 分
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・社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）について

平野委員長 それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。

総務課続きまして、マイナンバー制度について、説明を求めます。

総務課長。

山本総務課長 それでは、事務調査の 2点目が社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）

についてですが、資料は 11 ページから 18 ページまでとなっておりまして、合わせまして

政府広報を資料として配付をさせていただいております。

社会保障・税番号制度につきましては、先の第 2 回定例会におきまして補正予算の議決

をいただきましてありがとうございました。

はじめに、社会保障・税番号制度のこれまでの経過につきまして若干、ご説明をさせて

いただきたいと思います。

社会保障・税番号制度につきましては、平成 24 年 1 月に政府・与党社会保障改革本部で

社会保障・税一体改革素案を決定し、同年 2 月 14 日にマイナンバー関連 3 法案を閣議決定

し、第 180 回通常国会に提出しましたが、同年 11 月 16 日に衆議院が解散したため廃案と

なりました。

その後、平成 25 年 3 月 1 日にマイナンバー関連 4 法案を閣議決定し、第 183 回通常国会

に提出されました。同年 5 月 9 日、衆議院で一部修正の上で可決し、同年 5 月 24 日に参議

院で可決・成立し、同月 31 日に公布をされております。

平成 26 年 3 月 10 日、社会保障・税番号の使用範囲を広げるためのマイナンバー法改正

案を第 186 回通常国会に提出し、この 5 月 21 日には衆議院を通過しましたが、年金情報の

流出を受けまして、参議院での審議が中断をしているという状況になっております。

ただし、甘利社会保障・税一体改革担当大臣は、スケジュール通りに実施すると明言を

しておりますので、町としては実施に向けた準備作業を進めてまいりたいというふうに考

えております。

なお、資料の詳細につきましては、幅崎主査より説明をさせますので、よろしくお願い

をいたします。

平野委員長 幅崎主査。

幅崎主査 それでは、私の方から資料に基づいて説明させていただきます。

まず先に、政府広報のこちらの冊子の方から説明させていただきます。

1 ページ目と 2 ページ目をお開き願います。ここでは、そもそもマイナンバーとはどう

いったものなのかということの説明になります。

全国民に 12 桁の番号を、法人には 13 桁の番号を振ることで、何がどう変わっていくの

かというこの制度の目的についてなのですが、まず 1 点目としまして中央に大きく青と赤

と緑で書かれていますが、まず「公平・公正な社会の実現」。これは、国民一人ひとりの所

得だとかどのような行政サービスを受けているかというところまで把握しまして、福祉施

策等における給付事業の不正受給などをそういったものを無くするようにという取り組み

です。

2 点目としまして、「国民の利便性の公平・公正な社会の実現」。これは現在、役所で様

々な申請等を行う場合に、申請書あるいは届出書だとかいろいろな添付書類を付けなけれ
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ばならないのですが、そういったたくさんの添付書類等をこのマイナンバーを提示するだ

けで済ませましょうという内容です。事務手続きが大幅に簡素化されることで、国民の負

担を軽減しましょうということになります。

3 点目として、「行政の効率化」。これは現在、行政の各分野で住民にさまざま番号、例

えば住民基本台帳上の番号であったり、税を課税する場合の通知書番号、各種行政サービ

ス等の提供を受けるための登録番号など、同じかたでも複数の異なる番号で管理されてい

る状態となっております。これを、全国民に統一した 12 桁の番号を振ることで、各分野で

の情報のやりとりを的確かつ効率的に行いましょうというそういう考え方でございます。

次に、3 ページと 4 ページをお開きください。いま説明しました制度の目的が、我々の

社会生活において、どのような場面で利用されるのかという具体例を列記しております。

年金手続きや税の確定申告、あるいは非常時の防災対策など幅広く活用されていく予定と

なっております。また、下段のほうにはことしの 10 月の付番にはじまって、再来年平成 2

9 年の 7 月の情報連携までの流れが示されております。

続きまして、5 ページ目と 6 ページ目になります。こちらには、マイナンバーが付番さ

れてから個人番号カードを取得するまでの説明が記載されております。個人番号カードに

は、取得を希望する人だけが申請すれば、初回のみ無料で交付されるものです。ＩＣチッ

プが内蔵されておりまして、将来的には使い道の拡充が期待されております。

7 ページ目と 8 ページ目をお開き願います。マイナンバーを活用するにあたりまして、

情報の不正利用や保有時の適切な管理など、制度面とシステム面の両面から犯罪や事故防

止措置を講じていることの説明になります。国民皆さんが心配されています個人情報の漏

洩だとか、あるいはプライバシーの侵害などこれらの適正な制限及び管理によって万全を

期していますよということになります。

9 ページ目と 10 ページ目につきましては、マイナンバーは住民と役所だけの間柄ではな

くて民間事業者も含めて、例えば従業員の各種手続きなどで使用することとなりますよと

そういった説明になります。具体例としましては、源泉徴収票の作成手続きや、健康保険

等の手続きが挙げられます。

続きまして、11 ページと 12 ページをお開き願います。こちらは、マイナンバーを利用

する場合の注意点になりますが、先ほど説明しました犯罪の防止等を確実にする上での事

業者に対する注意喚起になります。マイナンバーは、非常に重要な番号になりますので、

必要な場合にのみ取得して、また目的外の使用及び保有を防止するものです。

13 ページと 14 ページをお開き願います。こちらにつきましても、安全管理措置に関し

ての説明になります。事業所内の組織的、あるいは物理的な安全管理の指針を示しており

まして、安全管理の徹底を促すものです。

15 ページと 16 ページをお開き願います。マイナンバー制度の導入によって、税分野や

社会保障分野で使用する各種様式類が変更になりますよという説明になります。単純にそ

れぞれのいまある様式に、マイナンバーの記入欄を設けるだけの変更なのですが、皆さん

がよく目にする源泉徴収票だとかそういったものにつきましてもここに記載のとおり、変

更に伴ってサイズがＡ 6 版からＡ 5 版に大きくなります。これらの変更によって、民間業

者のほうで使用するシステムだとか保管方法など、一定程度の対応が必要になることが想

定されます。
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続きまして、17 ページと 18 ページになります。各種書類へのマイナンバーを記載する

時期が一律ではないために、その時期についての注意事項になります。記載のとおり、下

段のほうの健康保険・厚生年金保険関係が平成 29 年の 1 月 1 日からと、それ以外の主要な

届出書だとかについては、平成 28 年の 1月 1 日からとなっております。

冊子についての説明は以上です。なお、現在政府の方では「国民への周知状況が芳しく

ない」とそういったことを受けまして、制度実施までの間にマスメディア等を活用した広

報周知の活動強化を行う予定となっております。冊子のほうについては以上です。

次に、常任委員会のほうの資料の説明に移りたいと思います。

11 ページから 13 ページまでのこの 3 枚につきましては、先の 6 月定例会で議決いただ

きました補正予算の説明資料と同じものになっております。マイナンバー制度全体のイメ

ージを捉える上で必要な全体像、あるいは制度実施までの国と地方の準備スケジュールな

ど記載されてありますので、このあとの制度実施までの説明でわかりづらい点があれば参

考となる資料ですので、改めて付けさせていただきました。必要に応じて、参照していた

だきたいと考えております。

14 ページをお開き願います。こちらは、マイナンバー制度の柱であります税情報の利用

場面の資料となります。①番は、税関連情報の的確な名寄せの促進ということになります

が、皆さん「名寄せ」という言葉がちょっと聞き慣れないというかたもいらっしゃると思

いますので説明させていただきますが、例えばちょっとわかりやすいかどうかわからない

のですけれども、税務分野でもっている情報で「高橋はるみ」という紙面データがあった

とします。また一方で、同じ税の情報でも固定資産税の台帳上では、「高橋はるみほか 1名」

だと共有名義で氏名を付けているものがあったとします。またさらには、年金関係の管理

台帳では「高橋はるみ」の「高い」という字。よく「はしごたか」と言いますけれども、

外字の通常常用漢字ではないほうの名称を使っていたとします。この 3 件がそれぞれもっ

ている情報、個人は同じなのですが情報を統合するにあたって支障になるのでこれを解消

しましょうということで、いま言ったようなまちまちのデータに同じ番号をつけましょう

と。これが、マイナンバー制度の柱の目的という部分になります。これを名前で寄せてい

くと、それで「名寄せ」という呼び方をしております。現状、同一人物でありながら税の

所得情報が正確に統合されていないケースなど、そういった所得の捕捉が完全でない状態

をこのマイナンバーの導入によって、精度の高い名寄せを実現していくということになり

ます。

また 14 ページの②番と③番については、情報提供ネットワークを介して他市町村と情報

の授受、受け渡しを行うことで、事務の省力化や経費節減、さらには住民の負担緩和を図

るものです。なお、他市町村との情報連携につきましては、再来年平成 29 年の 7 月からの

実施予定となっております。

15 ページをお開き願います。いま申し上げました情報授受の連携について、図で示した

ものとなっております。納税者から告知されたマイナンバーを企業、あるいは年金保険者

が保有しまして各種報告書への記載をした上で、役所へ届け出ます。また、確定申告書に

つきましては、納税者自らがマイナンバーを記載した上で税務署、役場で申告されるかた

については役場の税務担当とそちらへ提出します。これら役所のほうに提出された報告書、

あるいは各種調査の回答など集められた情報を番号で名寄せしていきます。この統一した
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番号で効率的に名寄せ作業ができるようになることが、今回の制度導入の目的となってお

ります。

16 ページをお開き願います。説明の続きになりますが、税情報を例に挙げまして、各税

情報の提供者、活用が想定される事務、求める情報の内容を記載しております。上段の丸

囲みに記載しておりますが、現在、紙媒体での照会でやりとりしている各種情報について、

今後は情報提供ネットワークを活用して、的確かつ効率的に情報の受け渡しを行うことを

説明したものです。

続きまして、17 ページをお開き願います。こちらも続きになりますが、地方税関係情報

をどのような分野に提供していくのかということを定められている資料になります。具体

例に示しておりますが、健康保険に関する事務など、社会保障全般で活用されいくと考え

ていただければ結構です。

18 ページをお開き願います。マイナンバー制度導入に伴いまして、当町に導入されてお

ります各種電算システム及び情報連携のために、新たに構築されるシステムを省庁の所管

別に列記しております。これらのシステム改修につきましては、国の補助金を受けながら

今年度中に改修作業が完了する予定となっております。

なお、6 月定例会でシステム改修費用について補正の承認いただいたところですが、改

修作業の詳細部分については、一部国からまだ示されていない部分がございます。そのた

め、場合によっては今年度中に再度事業費の補正が必要になることも想定されます。今後

のスケジュールの中で、システム改修とは別に個人番号の交付等に係る事務が発生する予

定です。先般、国庫補助基準額が示されましたので、9月定例会において補正予算の上程。

これは戸籍担当が主になりますが、補正を予定しております。

また、本制度の実施にあたりまして、個人情報保護条例こちらのほうの条例改正が必要

になってきますので現在例規、条例への影響部分の洗い出し作業を行っておりますので、

条例改正案につきましても 9月定例会に上程したいと考えております。

私からの説明は以上です。

平野委員長 ただいまマイナンバー制度について、幅崎主査より現状までの報告・制度に

ついての説明等がございましたが、質疑等ありますか。ありましたら承ります。質問ある

かた。

竹田委員。

竹田委員 確かに、国の制度でやらなければならないというのは理解はできます。この仕

組みはどちらかと言えば行政というか、行政側からすれば便利なものだというふうに思い

ます。ただ、一般住民を考えた時、木古内の状況を見ればほぼ 45 ％に近いかたが高齢者だ

という部分からすれば、カードを全員に例えば配布して、それがいくら悪用されないとい

うかされないような措置を執るとしても、所得だとか何とか関わってくるそういう重要な

カードですから、何かすごくやはり心配な部分もあるのですよね。その辺、28 年の 1 月か

ら実施されるわけですし、我が町としてほかにはない例えば決まりは決まりとして、粛々

と作業は進めなければならないと思うのですけれども、高齢者対策というかそういう部分

と。私は、マイナンバー制度のこのＩＣチップのカードは、本人の申請によって「いまは

いらないよ」と言えばカードを交付しないというような話もチラッとどこかで聞いたよう

な気がするのですけれどもその辺の関係と。高齢者に対するこの制度の周知というか対策
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というかどうメリットがあるのだという部分が、一般住民からすればいまの説明だけでは

「いままでからみればかなり便利になったな」というふうな若い人はいろんな機能という

か税の申告だ、そういうものに確定申告の中にも活用できるとすれば、「いままでになかっ

たこういうものが」というのがあるかもわからないけれども、高齢者からみれば何がメリ

ットがあるのだという部分が何か見えてこない。だから、町としてどうその辺を掘り下げ

て住民周知・理解をしていただくということになるのか、その辺の一応考えを。

平野委員長 総務課長。

山本総務課長 2 点のお尋ねでございます。まず、1 点目の高齢者を含めた対策周知という

ことでございますが、町の広報のほうにはいま 9 月と 12 月の 2 回、当面 2 回周知をする予

定です。9 月は、10 月に付番がされますので、それ以前ということでのお知らせをいたし

ます。それから、12 月は 1 月から今度活用がされるということになりますので、それに向

けた周知ということで、これは高齢者のみばかりではなく、全町民に対してということの

お知らせをします。

2 点目と若干リンクをいたしますが、これは 10 月に付番をされる時に通知書がまいりま

す。広報資料の 5 ページの赤の②になりますが、書留でもって通知がされます。この中に

は、マイナンバーの通知カードと個人番号カードの申請書と、返信用封筒、それと説明書、

この 3 点が同封をされます。それで「必要ない」というかたは、これを出さなければいい

わけです。必要なかただけを申請をするということになります。この申請先は国の機関と

いうことになりますが、そちらにこの返信用の封筒を使って出していただくと。その時に

は、申請の仕方も二種類あって、郵送とオンラインでの申請というのがその下にあるので

すが、郵送する場合は申請書と本人の顔写真を貼って郵便ポストに入れていただくと。そ

うすると、今度町のほうに国のほうから交付の準備ができましたということで、1 月 1 日

から交付がされるのですが、それの通知が町のほうにまいります。町のほうが一度にたく

さん来られると困るので、この日までに来ていただくと交付できますということで、今後

町から本人のほうに連絡をすることになります。そこで、今度は本人は②で送られたマイ

ナンバーの通知カード、それから連絡したハガキ、それから身分を証明するもの。いま現

在ですと、免許証ですとか保険証ということになろうかと思うのですが、そういうもので

もって本人確認をしてお渡しをするということになります。これまで住基カードというの

が発行しておりましたが、今度マイナンバーのカードを受け取ったかたは住基カードは今

度は使われなくなりますので、そちらのほうは返還をするということで、マイナンバーの

カード 1枚を持っていただくということになります。これは、今度顔写真が入りますので、

公的な証明書ということで、運転免許証と同様な使い方ができるということになっており

ます。このマイナンバーには氏名、住所、生年月日、それから有効期間、それと個人番号、

これが記載をされてその中にＩＣチップも入っているということでございます。このＩＣ

チップが将来的に、医療機関を受診だとか健康診断の状況だとか、本当の将来になると思

うのですが、預貯金だとかそういうものにも活かしていこうということだと思いますので、

それはまだ当面利用はありませんけれども、そのようなことになります。「高齢者のかたが

必要がない」ということであれば、それは申請をしていただかなければそのままで。利用

がどうかということになると各種申請関係で、カードを持たなくても番号が通知されます

ので、その番号でもって今度やり取りができるということで。あと、転居をして例えば知
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内町に行ったかたが、いままでであれば所得証明を取らなければならないというところが

マイナンバーを示すことで、木古内町とのやり取りでそういう事務が軽減されるというか

そういうことで利用ができると思いますので、木古内に住み続けられるかたについては、

あまり高齢者の場合であると利用はないのかもわかりませんが、一応そういう活用もでき

るということになっております。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 それで、ここの 5 ページの部分で書留でのやり取りはわかるのですけれども、

やはり町民に不公平であってはならないわけですし、要するに手続きをしてあれすれば得

したということではないだろうけれども、例えば手続きをしなかったために不利益になる

そういう実態はないのかという。ただ、高齢者からすればたぶんこういう書留の封書がい

っても「出さなければならないものだ」ということで手続きにきて書いて出す人と、わか

らないから出さないという人もいれば、やはりいろんなケースがあると思うのですよね。

やはりこの「福祉都市きこない」としての取り組みはそれだけで本当にいいのだろうかと。

まだ若干期間は 7 月に入ったばかりだから少し半年あまり期間はありますけれども、その

中で十分やはり議会のこういう場の中でも議論をする場があると思いますし、私達も十二

分にこれを理解していない。自分自身もはたしてこれを手続きしたほうがいいのかどうな

のかというのはちょっとわからないという状況なものですから、その辺を含めてやはり住

民の周知には。ただやはり、9 月・10 月の広報に周知をしたからそれでもう十分だという

ことではなくて、いろんな場面でどういう丁寧な周知方法があるのかということも含めて、

十分検討していただきたいというふうに思います。

平野委員長 総務課長。

山本総務課長 広報を使っての周知は当然ですが、相談業務というのですかそういう窓口

というのですか、そういうことも検討していきたいというふうに思います。

平野委員長 その他、ございますか。

鈴木委員。

鈴木委員 2 点ほど、お伺いします。

1点目は、基本的なことなのですが、こちら一人ひとり異なる 12 桁の番号ということで、

例えば生まれた時からこのカードを作るものなのかどうなのかという部分をちょっと。こ

ちら冊子を見ても理解できなかったので。

あと、先ほど広報で町民のかたに高齢者のかたもという話の中で、いま 7 月ですが前回

の 6 月の一般質問の時にもお話をさせていただきましたが、やはり現状確認の部分です。

やはり、入院されているかたでしたり施設に入られているかたがいらっしゃると思います

ので、やはりそこをいまのうちから準備態勢を整えて、スムーズにこちらを導入できるよ

うな形で進めていただけたらなと思っています。そして、このカードももちろん個人情報

ですとかプライバシー、こちらはいまも年金の問題で非常に住民のかたも心配になってい

る部分はあると思うのですけれども、逆に木古内町は高齢者の部分とか、あと 6 月にもお

話をさせてもらいましたが、独身の数とか町ならではのマイナンバーを有効に使って、よ

り良い行政サービス。町民のかたが住みやすくなるまちづくりをこのマイナンバーを活か

して、いまのうちから町独自のものをいろいろアイディアを考えていったほうがいいかな

と思いました。以上です。
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平野委員長 質問が 1点と、提案が 1点なのでしょうか。

総務課長。

山本総務課長 生まれたかたの対応ですが、出生届を出されるとその時点で番号は付番を

されます。カードは申請してからになりますので、子どもさんの場合の使用というのがち

ょっとどの程度かというのがちょっと想定もできませんし、赤ちゃんまた小学校・中学校

ということで、段々大きくもなってきますので、そのあたりの写真というものの扱いがど

のようになるかとちょっと申し訳ありません。現時点では承知をしておりませんので、番

号が付くということは間違いないことでありますので、ちょっとそこは少しこれから勉強

させていただきたいというふうに思います。

平野委員長 総務課長、町ならではの取り組みについての現状の考え等がもしあってもな

くも。

幅崎主査。

幅崎主査 鈴木委員のお尋ねなのですが、町独自のマイナンバーを利用したアイディアを

ということなのですけれども、非常に私も良いアイディアだなと感じております。ただ、

今回のマイナンバー制度を利用するにあたって、国のこのマイナンバーの活用の指針が示

されております。その中で、法で定められた目的の範囲内でしか利用できないということ

で、冒頭に説明しましたが税と社会保障分野、ここをまず中心なのですよね。これに類す

る事務、例えばうちでいくと奨学資金の貸付事業だとか、あとほかの福祉分野で独自の施

策。国や道ではなくて町独自の福祉施策を行っている場合に、そういった場面で活用する

ことは条例で定めれば可能ですよというそこまでは許されております。ただ、いま言った

ようなすごく良いアイディアなのですが、そういった独自性の強いものについては例えば

先ほど言った独身のリストを作ってとかと婚活だとかに活かそうということについては、

逆に独身でそういった婚活だとか嫌だと思っている人もいるでしょうから、そういった人

達に配慮しなければならないですし、いまのところそういったアイディアを活用したマイ

ナンバーの利用というのは認められておりません。すごく厳しい法律になっていますので、

今後もそういったアイディアが活かされるような改正はたぶん行われないのではないのか

なというふうに思っております。

あと、先ほどの生まれた時から個人番号カード云々というものについては、国から示さ

れている資料の中で、20 歳未満のかたについては写真の容姿の変化が大きいので、申請者

の 5 回目の誕生日まで随時変えていくというような説明資料があります。先ほど赤ちゃん

にも必要なのかという話にもなりますが、いま税と社会保障の総合施策なものですから、

健康管理でもこのマイナンバーを活用していきましょうと。例えば、鈴木委員がどこどこ

の病院にこういった健康診断をしていただいて、こういう結果が出たと。鈴木委員が将来、

別な場所に移ってしまったと。そうなると、また自治体では鈴木委員の自分の健康状態が

全くわからない状態から一からスタートになると、移動費だとか増加につながってしまう

ということで、転勤者でも健康の履歴までも管理しましょうというのはこの制度の目的で

す。なので、赤ちゃんにつきましても付番があったその時点から健康管理の状況がどんど

ん記録されていくとそういうようなものになっております。

平野委員長 又地委員。

又地委員 個人個人のナンバーは国から、「あなたの番号はこうですよ」と 12 桁がくるわ
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けです。だけれども、年を取った高齢者は自分の番号をカードを持っていないとわからな

いのではないかと思うのですよね。自分の 12 桁の番号が例えばきたとしても、カードの申

請をしなかったら忘れてしまわないかなと。それは、例えば木古内の町民が何人カードを

申請した。それは掌握できるのですか。掌握できるようになっているのですね。そうする

と、例えばカードを申請しない人もいたと。だけれども、町民 4,700 人の番号は全部掌握

できるのですか。それならいいです。私は、役場で掌握ができないとすれば、年寄りは 1

回通知がきても自分の番号をカードの申請をしないと忘れてしまうのではないのかなと気

がしたものですから、その辺は大丈夫なのですよね。

平野委員長 総務課長。

山本総務課長 先ほどの政府資料の 5 ページにありますが、書留の中にマイナンバーの通

知カード等が入りますので、これには番号が記載をされております。これをまず保管をし

ていただくというのが一番でございます。カードを交付していただくと、その通知書とそ

のカードにも番号が入りますので、二重に忘れないということにはなります。

あと、カードは町の戸籍のほうから交付をされますので、交付をされたかたのチェック

というかそれは登録は役場のほうでわかりますので、カードの交付者・未交付者というの

は戸籍のほうで掴むことができます。

平野委員長 又地委員。

又地委員 カードを申請した人はいいです。申請しない人の部分を私は言っているのは。

だけれども、本人に直接いくわけでしょう。あなたの番号は 12 桁、この番号ですよと。そ

れは、役場ではわからないのでしょう。直接、本人のところに書留がいきますよ。その時

は、あなたの番号は 12 桁のこの番号です。そのほかに、カードの申請書が入ってくる。そ

うしたら、私はいらないと。カードはいりませんとなれば、申請しないわけです。そうす

ると、役場経由でカードが発行はないでしょう。できないでしょう。そうすると、そのカ

ードの申請をしない人の番号はわかるのですか。

平野委員長 幅崎主査。

幅崎主査 いま、その番号が役所のほうで管理ができているかどうかということのお尋ね

なのですが、物理的には番号を見ることはできるはずです。ただ、先ほど言ったように、

このマイナンバーは単に個人の 12 番を調べるのとはちょっとわけが違って、本当に真に必

要な目的の場合にだけ見ることができるという一時制限が設けられているので、例えば高

齢者が窓口で番号の通知書を紛失してしまってわからないのだという時に、一定の条件の

下で役所の人間がそれを見ることができるのであれば、その場面で教えてあげることは可

能でないかと。

平野委員長 だから、行政が把握しているかしていないかだけ言ってくれればいいです。「番

号はわかっています」ということだけでいいです。

幅崎主査。

幅崎主査 番号はもっているはずです。

平野委員長 行政が個人にいく通知の番号をきちんとその前に把握しているかどうか。把

握できるシステムになっているかどうかということです。

幅崎主査。

幅崎主査 それは、保有しています。
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平野委員長 挙手で発言をしてお願いします。

吉田委員。

吉田委員 マイナンバーで個人の部分はいいのですけれども、1 ページ目の部分で法人の

部分ありますよね、この 13 桁というのが。この部分、これマイナンバー 12 桁個人ナンバ

ーのやつと法人の部分とどういうものに使われるのか。法人の部分でこれからいろんな面

で出てくるので、これの説明がちょっとわかりづらいので知っている限り教えてもらいた

いです。

平野委員長 幅崎主査。

幅崎主査 吉田委員のお尋ねですが、法人につきましてはいまマイナンバー個人にふられ

る番号については、厳格且つ制限の設けられた非常に公表しづらい情報だということを説

明しましたが、逆に法人の番号につきましては、積極的にオープンにしていきなさいとい

う国の指導があります。今後、例えば平野建設さんだとかそういう会社があれば、平野建

設さんのほかに番号も記載して、いろんな資料に活用して積極的に周知をしなさいという

ことになっています。業者さんで持っているデータ、例えば平野建設株式会社なのか（株）

平野建設なのか、単に平野建設なのか平野工業なのかそういった曖昧なデータ。個人の情

報と併せて、そういう名寄せがより簡単にできるための法人の番号ということで、法人に

ついてはよりオープンに幅広く活用してくださいというのが国の説明でございます。

平野委員長 その他、ございますか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 なければ、マイナンバー制度についての調査を終了いたします。

以上で、調査事項は終了するわけですが先般、冒頭に山本総務課長から説明がありまし

た防災無線による広報の周知方法についての改正案がお手元に届いていると思いますので、

こちらを議題に進めたいと思います。

それでは、Ａ 4、2枚を添付しておりますので、その説明をお願いします。

総務課長。

山本総務課長 それでは、追加で防災無線による広報の周知方法についてということで、

資料を提出させていただいております。

この件につきましては、木古内消防署と協議をいたしまして改正案としてお示しさせて

いただきたいと思いますので、ご説明をした上で改善点等がございましたらご意見をいた

だきたいと思っております。

まず、1点目の地区別サイレンを鳴らさない出動、これは車両のみの吹鳴の場合ですが、

例といたしましては、消防の場合は第一出動から第四出動までありますが、第一出動とし

て野火・ぼや、車両火災、交通・救助事故等及びドクターヘリランデブーポイント警戒出

動等の場合ということになりますが、現在は広報を使う区域としては、車両が通過した地

区に流すこととしております。現在の木古内消防署に設置している防災無線の子局の装置

では、本町、札苅、泉沢、釜谷地区の 4地区のみで、それぞれの屋外を放送するという設

定になっております。出場先が本町の場合は、農地を含む本町地区、札苅地区の場合は本

町と札苅地区、泉沢地区の場合は本町、札苅、泉沢地、釜谷地区の場合は全地区というこ

とで、放送がされております。

赤の文字で改正案ということでお示ししておりますが、これは本町の地区の場合は、い
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まの本町地区というふうに書いているのですが、これにちょっと港と大平地区を加えたい

というふうに改めて考えております。これは、どうしても消防署の場合が港地区にあると

いうことで、そこを通過するために港、大平を加えたほうがいいであろうというふうに考

えました。札苅地区については、港、大平、札苅地区、同様に泉沢地区についても、港か

ら泉沢地区。釜谷については港から釜谷、農地地区については港、大平、本町、農地地区

と。国保病院の場合が結構あるのですが、ここについては港、大平、前浜、下町、朝日、

花園という地区として、広報をする区域を屋内外に放送することとしたいというふうに考

えております。但し、夜間午後 9時から午前 5時までは、屋外のみとしたいというふうに

考えております。これは、高齢者が就寝が早いということもありますので、この時間につ

いては屋外だけで対応したいというふうに思っております。ただ、今回のこのように新た

に放送する地区を増やすということは可能でございますけれども、消防にあります機器の

設定の変更が必要となります。そのために、費用が発生するということで現在、業者さん

のほうに費用の見積もり依頼をしております。

次に 2点目ですが、地区別にサイレンを鳴らす出動の場合の第二・三・四出動というこ

とで、火災ですとか事故の大きさによって、この出動の内容が違っております。例として

ですが、現在は広報を行う地域は、全町を一括して屋外に放送するということにしており

ます。改正案としては、広報を行う地区は、全町一括屋内外に放送することとしたいとい

うふうに考えております。但し、これも一と同様に、午後 9時から午前 5時までは屋外の

みとしたいというふうに考えております。また、火災の場合の鎮火に関する放送につきま

しては、従来どおりということで屋外のみの放送というふうに考えております。それから、

合わせて一番下に米印がありますが、夜間を含め、第一報を役場に入れるということにし

たいと考えておりますので、議会の皆様からの問い合わせも消防のほうにあるということ

でございますので、この対応を役場のほうでもできるようにしたいというふうに考えてお

ります。これは、消防のほうも限られた人数が待機でもって残るのですが、たくさんの電

話が鳴るということで対応も大変だということで、若干でもそのことが分散されればとい

うことで、ちょっと役場のほうでも対応したいというふうに思っております。

次に 2ページですが、広報の仕方についての例を挙げております。火災の場合、それか

ら救助が必要な場合、それからドクターヘリ要請に伴う緊急性がある支援活動ということ

で記載のような内容で、火災であれば「只今のサイレンは、○○地区で発生した住宅なの

か物置なのか、車両なのかということでの火災現場への出動です」と。それから、救助で

あれば○○地区で発生した交通事故、あるいはただの事故の現場への出動であるとか、ド

クターヘリであればドクターヘリの着陸上への警戒出動であるというような広報の仕方を

したいというふうに思っております。

なお、広報のための放送なのですが、110 番通報を受け署員が出動いたしますが、問い

合わせ等もあることから、署内が一定程度落ち着いてからでなければ流せないという実態

がございます。合わせて、ドクターヘリの要請に伴う放送につきましては、放送すること

で緊急車両へ追尾等による二次災害が考えられるということで、それを防止するためとい

うことで、ヘリの着陸場所についてはお知らせしないほうがいいであろうというようなこ

とで協議をしております。

また、3 月 12 日に木古内警察署並びに知内消防署、木古内消防署の 3 署で連絡協議会を
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設置しておりまして、相互の連携を図るということとしております。今後、両町の行政に

対しても参画の要請があるというふうにお聞きしておりますので、これまで以上に関係機

関の連携を密にしてまいりたいというふうに思っております。

説明は以上です。よろしくお願いいたします。

平野委員長 説明が終わりましたので、質問のあるかたは挙手でお願いします。

新井田委員。

新井田委員 何点かちょっと、いま総務課長から改善点のいろいろ話をいただきました。

本当に、徐々にこの防災無線も非常に効率の良い使い方をされているとそんなふうに感じ

ているところです。その中で一つ感じたのは、これ文言なのですけれども、例えば広告で

だとか出ていますけれども、要は例えば火事が起きたという中であるいは車の事故が起き

たという中で、交通安全だとかいろんな部分の中で、やはり住民にそういう知らしめる情

報を教えるということはもちろん大事ですけれども、いわゆる注意喚起をするということ

は非常に大事ではないかと思うのです。だから、文言が例えば「どこどこの住宅でどこど

この物置がちょっと延焼してということでお知らせします」ということではなくて、それ

はもちろんそうですけれども、やはりいま言ったように要は「是非、注意してくれ」と。「こ

ういうことをきちんと守っていただきたい」とかということをやはり住民に問いかけると

いうことも必要ではないかと思うのです。特に交通事故何かでもそうですし、「絶対交通事

故に遭わないようにしましょう」とかと簡単な言葉でもいいのですよ。だから、そういう

言葉をやはり付けて注意喚起をしていくということも一つの防災につながるというちょっ

と認識はしているのですけれども、この辺の見解を伺います。

平野委員長 総務課長。

山本総務課長 ただいまの件につきましては、十分趣旨が理解できますので、消防と協議

をさせてそのような形にさせていただきたいというふうに思います。

平野委員長 その他、ございますか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、以上防災無線による周知方法についての改正案について

を終了いたします。

平野委員長 総務課長。

山本総務課長 先ほどのマイナンバーの関係でございますが、9月に個人情報保護条例等

の改正ということでのお話をさせていただきました。できれば、9月定例会前に一度常任

委員会の機会をいただきまして、説明をさせていただく時間を取っていただきたいという

ことをお願いをしたいというふうに思います。よろしくお願いします。

平野委員長 その説明ができる資料が整い次第、また相談をしていきましょう。

よろしいですか。大野副町長、何かありますか。

総務課長。

山本総務課長 ただいまの防災無線の了承いただいたというふうに理解をいたしましたが、

ちょっと設定に費用がかかります関係で、現状修繕ということでの予算はもっております

が、その範囲で改修が可能であれば、その費用を使ってできるだけ早くそのような対応を

させていただければというふうに思っております。なお、その他の修繕というのが発生す

ることが予想されますので、その部分については 9月で補正をさせていただけないかなと
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いうふうにお願いでございますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。

平野委員長 その他、よろしいですね。

（「はい」と呼ぶ声あり）

平野委員長 それでは、以上をもちまして総務課については、終わりたいと思います。総

務課の皆さん、お疲れ様でした。

それでは、午後 1時まで昼食のため、暫時、休憩をいたします。

休憩 午前 11 時 53 分

再開 午後 12 時 57 分

（ 2 ）＜産業経済課＞

・平成 27 年度多面的機能支払交付金事業計画について

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

午後からは、産業経済課でございます。産業経済課長の皆さん、大変ご苦労様です。

きょうの調査事項といたしまして、平成 27 年度多面的機能支払交付金事業計画について

を調査いたします。

それでは、担当課長より資料が出ておりますので、説明をよろしくお願いいたします。

木村課長。

木村産業経済課長 皆さん、どうもお疲れ様です。産業経済課の木村です。

きょうは、いま委員長がおっしゃったように、この間の議会あるいは委員会の議論の中

で、今年度平成 27 年度の多面的機能支払交付金事業についての計画を示されたいというこ

とでしたので、資料を提出させていただきました。これについては、4 月からおよそ 3 か

月ほどしか稼働しておりませんので、この計画に対しての進捗状況というのはまだ図って

はおりませんけれども、説明していきたいと思います。

それに先立ちまして、産業経済課農林グループの職員を紹介させていただきます。まず、

主査の羽澤（真）主査です。主事の吉田です。同じく、主事の村上です。

この多面的機能支払交付金事業については、平成 26 年度に検討して、平成 26 年の 12 月

に関係機関に申請をして、認められたところです。事業自体は、昨年の 4 月から行ってお

ります。木古内地区森林保全会という名称で、事務局をＪＡの知内基幹支店においており

ます。内容について、新たにこの 4 月に議員になられたかたもいらっしゃいますので、そ

の辺も含めて担当主査のほうから説明をさせます。以上です。

平野委員長 羽澤（真）主査。

羽澤（真）主査 農林グループ主査の羽澤でございます。よろしくお願いします。

それでは、資料に沿う部分もあるのですけれども前段、多面的機能支払交付金事業とい

うことで、若干内容のほうの説明をさせていただきながら、順次資料の中のほうに入って

いきたいと思います。

多面的機能支払交付金事業につきましては、これまで 26 年の 11 月の常任委員会で説明

させていただいているほかに、12 月の定例会で補正予算を上程し、承認をいただいている

ところでございます。
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多面的機能支払交付金制度の概要につきましては、この事業につきましては、平成 26 年

度に設立された制度でありまして、近年の農村地域の高齢化や人口減少等々により、地域

の共同活動によって支えられてきておりました多面的機能の発揮に支障が生じつつあると

いうことで、これまでの地域の共同活動で行ってきた農地・水路・農道等の地域資源の維

持管理に対する担い手の負担が増加傾向にあるということでございます。今後、この地域

の共同活動の困難化に伴って、経営の多角化や経営規模拡大を目指している農家に、影響

を及ぼすことも懸念されている状況にあるということでございます。このことから、地域

で設立された活動組織が行う共同活動に対する支援を行い、地域で農業・農村を支えるこ

とで、地域資源の適切な保全管理を推進し、多面的機能が今後とも十分に発揮されるよう

にするとともに、営農の継続や担い手育成等を後押しするため、創設された制度でござい

ます。

当地域におきましても、先ほど課長からあったとおり、昨年 5 月に各農地組合の代表者

6 名とＪＡさん、並びに行政が参加しまして準備委員会を立ち上げ、昨年度 5 月から 11 月

の設立総会までの間に 6 回、準備委員会の会議を開催してきております。そのほかにも、

道協議会緑ネット北海道というところでも主催しています会議への参加につきましても、

準備委員会の委員または行政・ＪＡさんが参加して、これまで取り組んできているところ

でございます。

当地区におきましては、26 年の 11 月 21 日に正式に活動組織の設立総会というものを開

催いたしまして、木古内地区資源保全会として発足し、活動してきている状況でございま

す。

多面的機能支払交付金制度の事業の構成ということで説明させていただきますけれども、

地域資源の基礎的保全活動を支援する農地維持支払交付金と地域資源、農地・水路・農道

等の質的向上を図る共同活動に対する支援の大きく二つで構成されている事業でございま

す。

まず、一つ目の農地維持支払交付金というものなのですが、支援対象活動としましては、

対象組織が行う農地法面の草刈、水路の泥上げ、農道の路面維持、砂利補充などの活動に

対して支援いたします。

二つ目に、資源向上支払交付金というものなのですが、大きく分けて二つがあるという

ことで、その二つ目でございます。支援対象活動としましては、水路・農道等の軽微な補

修。具体的に申し上げますと、水路の目地詰めやひび割れ補修、農道の部分補修などとい

った活動と、農村環境保全活動として行う植栽活動やごみ拾い活動等に対して支援するも

のでございます。27 年度の活動計画等の内容につきましては、後段の資料で説明させてい

ただきますのでよろしくお願いしたいと思います。ざっとではありますが、これが制度全

体の全体像として、このような地域の現状があることから農業・農村を維持するために、

設立されました活動組織が行う活動に対して支援するという制度内容となってございます。

また、この制度につきましては、昨年 26 年度までにつきましては、予算での施策展開と

なっておりますが、27 年度からは補正化が図られまして、法律に基づく施策等になってご

ざいます。

それでは、資料に早速 1ページ目から順次、説明していきたいと思います。

事業概要につきましては、いまほど説明したとおりになってございます。
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組織名称につきましては、木古内地区資源保全会。事務所所在地につきましては、知内

町ＪＡ新はこだて知内支店になってございます。昨年の 11 月 21 日に設立総会を開催し、

発足してございます。構成員についてです。構成員数ですが、平成 27 年 4 月 16 日に 27 年

度の総会を開催しております。その総会時点でのまず農家の人数ということで、構成員が

51 名、非農家として 17 名、団体で 2 団体、ＪＡ知内基幹支店とＪＡ木古内支店女性部と

いうような 68 名、2 団体の組織構成となってございます。

次に、事業費試算ということですけれども、事業面積につきましては、交付対象面積で

す。交付金の交付対象面積につきましては、田で 3 万 786 ａ、草地で 3 万 7,376 ａ、畑で

5,015 ａとなってございます。合計としまして、7 万 3,177 ａが交付対象の事業面積となっ

ているところでございます。事業費についてですが、農地維持支払交付金と資源向上支払

で、地目ごとに単価設定がされておりまして、農地維持支払ですが縦 10 ａ当たり、単価 2,

300 円で、田の面積を乗じますと 708 万 780 円。草地につきましては、10 ａ当たり、単価

130 円で、48 万 5,888 円。畑につきましては、10 ａ当たり、単価 1,000 円で、50 万 1,500

円となってございます。合計で、806 万 8,168 円となってございます。次に、資源向上支

払ですが、共同活動の 6 分の 6 単価の適用となってございます。これにつきましては、昨

年立ち上げ当初につきましては、26 年度 6 分の 5 の単価として活動して交付金を受けてい

たのですけれども、この 6 分の 5 と 6 分の 6 の違いといいますのが、資源向上支払の中身

につきましては、大きく分けて三つの事業で展開するのですけれども、資源向上支払のさ

らに中身に三つの活動で構成されているというところがございます。一つ目として、資源

向上支払の中の施設の軽微な補修活動というものがございます。これにつきましては、水

路の目地詰め等の活動、二つ目としまして農村環境保全活動。こちらにつきましては地域

のごみ拾い等の活動で、もう一つ三つ目ということで、この前段二つの活動よりさらにも

う一歩踏み出した活動として、多面的機能の増進を図る活動というものがございます。こ

れにつきましては、農村文化の伝承活動等に取り組む場合に、単価が設定されているとい

うことになります。それでちょっとページを飛んでほしいのですけれども、3 ページ目を

ご覧いただきたいと思います。これが、資源向上支払の活動内容なのですけれども、①か

ら施設の軽微な補修、②農村環境保全活動、③多面的機能の増進を図る活動ということで、

この三つの活動がさらにあるということでございます。それで、昨年まで 6 分の 5 単価と

いうことなのですけれども、①と②に取り組んだ場合には 6 分の 5 単価になるということ

です。①・②・③こちらの活動全てに取り組んだ場合には、6 分の 6 単価ということで、

交付金の単価が満度にいただけるというような仕組みになってございます。

すみません、1 ページ目にお戻りいただきたいと思います。今年度につきましては、資

源向上支払の全ての①・②・③の全ての活動に取り組むということで、昨年度とは変わっ

て今年度から 6 分の 6 単価。交付金を満度にいただくような活動を行っていくということ

でございます。単価の説明をさせていただきます。田 10 ａ当たり、単価 1,920 円で、591

万 912 円。草地で 10 ａ当たり 120 円で、44 万 8,512 円。畑で 10 ａ当たり 480 円で、24 万

720 円。合計につきましては、660 万 144 円となってございます。農地維持支払・資源向上

支払を合わせまして、1,466 万 8,312 円が活動組織に交付されることとなってございます。

続きまして、経費負担区分でございます。こちらの事業につきましては、国 2 分の 1 で 73

3 万 4,156 円、道 4 分の 1 で 366 万 7,078 円、町 4 分の 1 で 366 万 7,078 円。市町村につ
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きましては、そのうち普通交付税と特別交付税で措置されますので、一般財源は実質 58 万

6,732 円というような事業費の内訳となってございます。

続きまして、平成 26 年度の収支実績並びに 27 年度収支予算についてということで、今

回につきましては 27 年度計画ということで、27 年度の予算が単年度予算額のみの説明と

させていただきます。交付金につきましては 1,466 万 8,312 円、こちらにつきましては比

較として 110 万円ほど増えているのですけれども、先ほど説明しましたとおり、資源向上

支払交付金の単価が 6 分の 5 から 6 分の 6 単価に変更されたことに伴う増こうになってご

ざいます。雑収入につきましては 89 円と、貯金利息等となってございます。前年度繰越金

につきましては 154 万 7,299 円、合計としまして 1,621 万 5,700 円となってございます。

支出の部でございます。本年度予算額、日当 798 万円、購入・リース費 700 万円、旅費

12 万 5,000 円、会議費につきましては 10 万円、消耗品 9万 4,940 円、賃金 43 万 7,760 円、

共済掛金 10 万 8,000 円、予備費 37 万円、合計で 1,621 万 5,700 円となってございます。

若干支出の部でも増減等はありますけれども、今回 6 分の 6 の単価に取り組むということ

で、新しい活動が若干増えておりますので、その分に対しまして若干日当、購入・リース

費等が増額しているというような状況でございます。

2 ページ目をお開きいただきたいと思います。実際に、27 年度の活動はどのように行っ

ていくかということで、活動計画が記載されてございます。2 ページ目につきましては、

農地維持支払交付金の活動計画書となってございます。

まず、点検ということで、遊休農地等の発生状況や対象施設、水路・農道等における泥

の堆積状況等を点検し、毎年度記録管理するということで、農用地・水路・農道につきま

して、ともに 4 月に実施していくというような内容となってございます。年度活動計画の

策定でございます。こちらにつきましては、27 年度についての計画を策定して事業を進め

ていくということで、4 月 16 日の総会の際に策定されまして承認済みでございます。事務

・組織運営等の研修ということで、こちらの制度につきましては、5 年間が一括りの活動

でございますので、5 年間のうちに 1 回以上そういった組織でなされる研修等に参加すれ

ばいいということですので、こちらにつきましては 26 年度道協議会で主催します会議等々

に出席しておりますので、こちらにつきましては実施済みということになってございます。

続きまして、実践活動でございます。農用地につきましては、遊休農地に発生防止のた

めの保全管理ということで、毎年度前段説明した農地の点検だとかを行います。その際に、

遊休農地になりそうなところについては、草刈などの保全管理等を実施するということで、

こちらにつきましては点検結果に応じて実施時期を決定して行っていくということでござ

います。畦畔・農用地法面・防風林等の草刈りでございます。こちらは、毎年実施する項

目となっておりまして、田・畑の畦畔や農用地法面等の草刈り等を実施する活動でござい

ます。実施時期につきましては、毎年 3 回、5 月・7 月・8 月を予定しているということで

ございます。施設の適正管理等でございます。こちらにつきましても、施設に不具合が生

じた場合に点検結果に応じて実施時期を決定するということになってございます。水路で

ございます。水路の草刈りにつきましては、水路及び付帯施設の草刈り等を実施するとい

うことになってございます。こちらにつきましては、毎年度の実施が要件となっておりま

して、毎年 2 回、5 月と 7 月に実施するというような計画でございます。水路の泥上げで

ございます。水路及びポンプ吸水槽等の泥上げを実施するということで、こちらにつきま
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しては毎年 5 月に泥上げ等各用水組合等々でも行っておりますので、その活動に対して支

援するというような内容です。施設の適正管理、上段の用地と同じで施設に不具合が生じ

た場合に、点検結果に応じて実施時期を決定してやっていくというようなことでございま

す。農道でございます。路肩、法面の草刈りでございます。路肩、法面の草刈りを実施す

る活動でございます。実施時期につきましては、毎年年 2 回、6 月・8 月に実施することと

なります。側溝の泥上げです。こちらにつきましては、点検結果に基づいて側溝に泥が堆

積している状況であればやっていくというような内容です。施設の適正管理です。こちら

も水路・農用地と同じように、施設に不具合が生じている場合には点検結果に応じてやっ

ていくと。ため池につきましては、木古内地区資源保全会の活動組織の活動範囲内にござ

いませんので、斜線とさせていただいております。共通として、異常気象時の対応として、

洪水など気象災害等が発生した際には、見回り及び必要に応じて応急処置をするというよ

うなことになってございます。

3 ページ目でございます。資源向上支払ということでございます。こちらにつきまして

も機能診断、また年度活動計画、また研修等が記載されてございます。機能診断につきま

しては、農地の点検等々と一緒に用排水路の施設点検などを実施することとなってござい

ます。農用地・水路・農道につきましては、毎年 4 月等にやっていくというようなことで

ございます。年度計画の策定につきましても先ほど説明したとおり、総会で承認させてい

ただいております。機能診断・補修技術等の研修ということで、活動期間内に 1 回以上受

講するということになってございます。これは、平成 30 年度を実施時期として予定してや

っていきたいと思ってございます。実践活動についてです。農用地・水路・農道ともにで

すけれども、こちらにつきましては施設の軽微な補修になりますので、施設の目地が取れ

ているだとか例えば水路にひび割れが生じている場合に、その点検結果に応じて修繕して

いくということになりますので、毎年の実施にはなりませんので、機能診断結果に基づい

て実施していくというような内容でございます。

②農村環境保全活動でございます。こちらにつきましては、計画を毎年策定して実践活

動に取り組んでいくということでございまして、27 年度につきましては水質保全計画、並

びに景観形成・生活環境保全活動について、実施していくということでございます。水質

保全活動につきましては、実践活動 3 段目の一番下段、水質保全ということで、実際の実

践活動が書かれておりますけれども、水田からの濁水流失防止を図るための浮遊物質の除

去ということで、代掻き後等に発生する冬、田んぼの浮遊物質の除去の活動が毎年 5 月に

行われていますので、その活動を計画の中で盛り込んでいるということでございます。

続きまして、景観形成・生活環境保全活動ということで、こちらにつきましては水質保

全の上になります。こちらが実践活動、実際にやっていく活動ということで、施設等の定

期的な巡回点検・清掃・植栽活動ということで、こちらは木古内地区につきましては、地

区のごみ拾いまたは植栽活動を実施していくというような計画になってございます。

最後に③番、多面的機能の増進を図る活動でございます。これが、今回平成 27 年度新た

に追加された活動項目でございまして、昨年までは②番の農村環境保全活動までの取り組

みだったのですけれども、もう一歩先のいった活動をしていこうということで組織で決ま

りまして、多面的機能の増進を図る活動ということにも取り組んでいくというようなこと

で、総会で決定されてございます。内容としましては、農村環境保全活動の幅広い展開と
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いうことと、農村文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化ということで、こちらにつ

きましては農村文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化につきましては、例年毎年 5

月から 10 月くらいまでの間、鶴岡地区の東出雅史さんの圃場で小学 5 年生が田植え・稲刈

り、それを用いて何か料理を作ったりというようなそういった活動をしていますので、そ

ちらの活動をこの計画の中に盛り込んでいるというような状況でございます。雑ぱくでは

ありますけれども、今年度の組織のかかる活動計画と収支予算、並びに事業費の試算とい

うことで説明をさせていただきました。以上でございます。

平野委員長 ちょっと質問に入る前なのですけれども、いまも 26 年度の事業の収入の部・

支出の部をこのように載せてありまして、27 年度については細々と項目ごとに書かれてい

ます。前回の時に、項目ごとの試算表として項目ごとに値段を貼り付けしているのですけ

れども、この決算書の出し方として、この項目ごとの貼り付けした決算というのは作って

いないのでしょうか。例えば支出の部分で、日当・購入・リース費ということで 680 万、4

96 万と書いていますけれども、これの元々が結局次の 27 年度の計画の中のこの項目が水

路についてはこれだけですよ、農道についてはこれだけですよという貼り付けの仕方をし

た決算書というのは作っていないのですか。

木村課長。

木村産業経済課長 いまの資料に言及した場合に、26 年度の決算まで踏み込むことになり

ますけれどもよろしいですか。

平野委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 1時 25 分

再開 午後 1時 36 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

それでは、27 年度多面的機能支払交付金事業計画についての説明が終わりましたので、

各委員より質疑を受けます。

又地委員。

又地委員 3 ページの農村環境保全活動の実践活動の中の景観形成・生活環境保全で、先

ほどごみ拾いと植栽。この植栽は何だかちょっと教えてください。

平野委員長 羽澤（真）主査。

羽澤（真）主査 植栽につきましては、地域にあります花壇への花の植栽です。

平野委員長 その他、質問はございますか。

竹田委員。

竹田委員 これはちょっと単純なことだろうと、1 ページの共済掛金。これ 15 名というの

は、68 名のうち 15 名しか参加しないということなのか、この共済掛金の意味合いをちょ

っと説明してください。

平野委員長 羽澤（真）主査。

羽澤（真）主査 これにつきましては、昨年度多面的機能支払交付金がはじまった以降、農

協さんの保険になるのか傷害保険と言うのですか、怪我をした時のための保険でそれがで

きまして、15 人というのはあくまでも昨年 26 年度実績を基に、1 日当たり 15 人程度。活
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動にばらつきもありますので大きい組織ですので、1 日当たり平均で 15 人くらいの活動者

が見込まれると。その中で、200 日分の掛ける 1 日 15 人平均ということで、共済掛金とし

て保険に入るというようなことでございます。

平野委員長 その他、質問はございますか。

相澤委員。

相澤委員 この会について私もはじめてなのでよくわからないのですけれども、この農家

51 名、非農家 17 名、この非農家というのはどんな人達でしょうか。

平野委員長 羽澤（真）主査。

羽澤（真）主査 こちらの非農家のかたにつきましては、基本的には農家・非農家の区分と

言いますのは、農業委員会で管理されています農業者台帳の基に農家・非農家ということ

を決めていまして、概ね 3 反以上の農地があるかたは農家として掲載されていますので、

その部分で。農地を持っていても面積が少ないかたにつきましては、非農家というような

扱いの中でも入っている可能性もありますけれども、あくまでも農業委員会の農業者台帳

を基にこういった線引きをさせていただいているというようなことでございます。

平野委員長 羽澤（真）主査。

羽澤（真）主査 説明不足で申し訳ありません。非農家のかたにつきましても、木古内町の

町内の地域のかたになってございます。

平野委員長 その他、ございますか。

福嶋委員。

福嶋委員 いま非農家の区分の内訳の中で、3 反以上と言ったら 30 ａですよね。3 反以下

の人も非農家と言うのですか。いま、農協改正法案の中で専業農家と非と言いますか、改

正法案の中でそれを外すという国が方針がいま先延ばしになったけれども、非農家との区

分が 30 ａしかない普通の農地を取得できない農家。これを非農家と言うのかその辺の区分

が何かちょっと明確でないなと。そうしたら、農家をやっていない人という意味になるの

ではないかという気がするのだけれども、その辺がちょっともう少しわかりやすく。年に

20 日以上、何日以上の農地を従事しているのだと。それ以下は非農家と言うのだと。この

基準が 3 反以下ははっきりわかるけれども、その非農家という言葉がちょっともう少しわ

かりやすくできたらお願いします。

平野委員長 木村課長。

木村産業経済課長 福嶋委員のお尋ねでございます。それぞれの制度によって農家、ある

いは農家ではないという区分があります。いまおっしゃったように、3 反以下でも従事日

数が多ければ、あるいは販売金額が一定程度あれば農家といって認められる制度もござい

ますし、一方でこの多面的機能支払交付金制度については、何かを基準に農家あるいは非

農家として決めてくださいと。おっしゃったように、3 反未満である程度作っていても非

農家として区分をしているケースももしかするとあるかもしれません。農地台帳をベース

にしていますので、そこで区分をしたということです。以上です。

平野委員長 そのほか、質問はございますか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 なければ、以上をもちまして多面的機能支払交付金事業計画についての調査

を終了いたします。
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以上をもちまして、産業経済課の調査事項を終了いたします。お疲れ様でした。

50 分まで暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 1時 42 分

再開 午後 1時 50 分

（ 3 ）＜教育委員会＞

・資料館の整備及び運用状況について

平野委員長 それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。

教育委員会の皆さん、ご苦労様です。

教育委員会の調査事項といたしまして、資料館の整備及び運用状況についてでございま

す。

説明に入る前に改選後、常任委員会ではじめて教育委員会の管轄になりますので、課長

は新人議員さんと既に面識はございますけれども、主査についてははじめてのかたもいま

すので、自己紹介のほうをお願いしたいと思いますけれども、教育長からでもご本人から

でもよろしいです。

渋谷課長。

渋谷生涯学習課長 社会教育のほうの主査、西山敬二です。同じく社会教育学芸員の木元

豊です。

平野委員長 それでは、引き続き資料館の整備及び運用状況について、説明を求めます。

渋谷課長。

渋谷生涯学習課長 それでは、資料館の整備及び運営状況について、ご説明をいたします。

資料の 1ページから 2ページをお開き願います。

3 月 16 日の資料館オープンから現在までの展示等の整備状況についてご説明いたしま

す。

オープン以降、展示ブースで整備をしましたのは、展示室 2 のマチの歴史と発展ブース

でオープン時から戦前、戦後の習俗や古文書、行政資料や小型の古民具を展示しておりま

すが、それに加えまして新たに水がめ・せいろ、文机、町内会の小旗、町制施行記念のヤ

カンなど 30 点を追加レイアウト・展示をしております。

また、展示 3 ブースの木古内の産業にかかる農林漁業の道具や、一番入館者から好評な

展示ブースの人々の生活と文化についても、生活用品の道具の洗浄及び防錆処理、登録が

終了次第、順次追加公開していくとともに、展示 6 ブースの木古内と鉄道も現在展示協力

者と調整中で、11 月までには旧江差線にまつわる鉄道資料の基本展示を予定しております。

なお、展示 7・8 のブースの各学校の資料展示につきましては、まだ公開できるまで整理が

されていないのが状況です。各学校の卒業されたかたや当町にゆかりのあるかたが来られ

た場合は、学芸員が随時対応しまして、事務室で関係資料を閲覧していただいております。

なおバックヤード、1 ページの中段写真にありますけれども、整備についてはオープン

以降展示 1・展示 2 について書籍約 3,300 冊と民俗資料の整理をするとともに、各ブース

の展示物の保護のための遮光カーテンについても設置整備しております。また、過年度分
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の返却分の埋蔵文化財の資料の収納整理についても随時行っております。

以上、オープンから現在までの展示状況ですけれども、開館前と開館後では来館者への

対応があるために思うように整備が進んでない部分もございますけれども、学芸員による

説明を積極的に行う中で、来館者の意見を展示企画に反映させ、整備して行きたいと考え

ています。

次に、資料の 3 ページをお開き願います。資料館の入館状況について、ご説明いたしま

す。

3 月 16 日にオープンいたしました郷土資料館は、3 か月を経過しまして 6 月 25 日現在、

延べ入館者が 1,441 人で 1 日平均入館者 16.4 という状況であります。入館者の内訳を見ま

すと町内が 853 人で全体の 59 ％、町外が 588 人で 41 ％の割合を占めている状況です。ま

た、町外の内訳は、道内からの入館者が 554 人で 94 ％を占めております。このうち 415 人、

75 ％が渡島管内からの入館者となっております。道外からの入館者は 34 人で、6 ％の割合

となっております。

次に、月別の入館者を見ますと、3 月が 643 人で 1 日平均 45.9 人と入館者が多くなって

おりますけれども、これはオープンと同時に隣接する体育館において資料館の開館を記念

してＮＨＫで放送しておりました連続テレビ小説｢マッサン｣のモデルとなった竹鶴政孝の

資料展示の特別展や、映画上映会を 3 日間開催したことも入館者が多かった要因の一つと

考えております。

また、4 月の入館者は 274 人ということで、町内外ともに個人で来られたかたが多かっ

たのに対しまして、5 月の入館者は 397 人で、連休と天候に恵まれまして町内の団体で来

られたかたが多かったことが、前月より入館者が 123 人増えた要因のひとつと考えており

ます。なお、6 月の入館者については団体で来られた入館者は多かったものの、町内・町

外ともに個人・グループでの利用が少なかったため、4 月・5 月に比べて入館者は減少して

おりますが、オープンから 6 月 25 日現在まで閉館日を除いて、入館者がゼロの日はない状

況であります。

今後の利用促進策の一つとして、今日まで町内会で資料館を見学された団体が 1 団体で

あることや、交通手段がなく資料館まで来たくても来れないかたもいるというお話も聞い

ております。町内会を対象とした資料館見学バスツアーや、学校の夏休み期間に児童・生

徒を対象とした学芸員の自由研究相談なども実施したいと考えております。また、資料館

ホールを利用したミニコンサート等来館者の興味を引くような企画内容を検討しまして、

町のホームページ、町広報誌による情報発信などにより来館者の増加に向けた工夫をしま

して、歴史文化の学習の場として活用されるよう努めて行きたいと考えております。以上

でございます。

平野委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

佐藤副委員長。

佐藤副委員長 私のほうから 1 点だけなのですが、この埋蔵文化財の関係ですけれども、

大型のコンテナを収納されているというのですが、これは展示されているわけでもないし、

ただ倉庫みたいに箱に入れて積んであるということなのですか。それとも、それを簡単に

見れるような状況に考えているのかどうか。全くそれを箱に入れて倉庫みたいにただ積ん

であるというような状況であるとすれば、これは本当に宝物の持ち腐れのようなもので、
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この辺のことを教育委員会ではどう考えているのかお伺いします。

平野委員長 木元（豊）学芸員。

木元（豊）学芸員 埋蔵文化財の資料につきましては、今年度も幸連地区で大規模な発掘調

査が、ことしで 7 年目を迎えております。来年度以降、大量にまたこれらの資料が返却さ

れる予定になっておりまして、棚を購入して空間を上手に使わないと平面ばかり占めてい

ってなかなか無駄な空間が増えていくということで、北海道埋蔵文化財センターの全面協

力を得まして、大型の組み立て式のコンテナを提供をしていただいております。これによ

って、いままで二つ・三つしか入らなかった箱から 7・8、多いものですと 10 です。復元

した土器なのですが、これらを大型の組み立て式のコンテナに入れることで、棚が必要と

ならないと。段積みをしていけるものですから、それでもって空間もうまく利用して収納

をしている状況です。これらの復元した資料というのは、既に展示室 1 のほうで公開して

おります。そのほかのものについては、資料館の中ではとても公開できるスペースがあり

ませんので、先月も余市の教育委員会の方々が研究に来町をされた時には、現在収納して

ある旧中学校の体育館。こちらのほうにお連れして、その箱の中から取りだしてそれぞれ

ご覧いただいているとこういう状況です。

現在は、資料館以外にそういった埋蔵文化財の資料の大部分は、旧中学校の体育館のほ

うに管理・保管をしております。

平野委員長 佐藤副委員長。

佐藤副委員長 札苅の文化財のたくさん入っている施設がありますよね。あの資料はこっ

ちに持ってきたのですか、鶴岡のほうに。

平野委員長 札苅からの荷物はどうしているのですかという質問です。

木元（豊）学芸員。

木元（豊）学芸員 札苅に収蔵してある埋蔵文化財の資料につきまして、展示公開に伴って

一部資料館のほうに持って来ておりますが、大部分は札苅の倉庫の中に入っております。

札苅の収蔵庫につきまして、これ以上物が入らない 100 ％の状況になっておりますので、

それに伴いまして旧中学校の体育館のほうに戻ってきた資料につきましては、順次そちら

の旧中学校の体育館のほうに収蔵をしていっている状況です。

平野委員長 佐藤副委員長、要はたくさんの段ボールに入ったやつをどうにか活かせない

のかということですけれども、いま現状としてはそれを展示できる状況にもならないとい

うことです。そういうことでご理解ください。

平野委員長 その他、質問ございますか。

新井田委員。

新井田委員 資料館については、やはり教育委員会のほうは今後の運営のあり方というの

は、非常に苦労をされている部分というのはあるのではないかと思います。やはりよーい

どんでは、いわゆる入館者の数も非常に相当以外の部分もあるのではないかと思いますけ

れども、やはり一部地元のお客さんというかこの地元の住民のかたからは、先ほどいろん

な小規模なイベントだとかあるいは足の確保だとかそういうことをちょっと言われました

けれども、まさにそういう部分が必要になってくると思うのです。やはり、住民のかたか

らは「ちょっと見たいのだけれども、そこまで行く足がないのだよね」というようなこと

もちょっと聞こえるのですよ。ですから、そういう改善というのはもちろんそうですけれ
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ども、展示もいろいろとにかく文化財というか掘ったものに関しては山積みというような

状況もわかりますし、それを 1から 10 まで展示というような状況にもならないでしょうし、

まとめて編集していっていろんな作業はあるのでしょうけれども。いずれにしても、やは

り館の運営にあたっては、入館者を増やすという思いの中で、いろいろ試行錯誤をしてい

かなければならないというような思いはわかります。それをやはり惜しんでしまうと、非

常にやはりまた何か行く先は誰もいないというような状況になりかねない部分はあります

ので、要望なのですけれども、やはりイベント的なものをきちんと対応しながら、そして

地元。地元ありきで、やはり町内の皆さんにまたＰＲができるという連動性持ち、あるい

は連携を持ちながら、やはり運営にあたっていかなければならないのかなというように私

個人的に感じます。ですから、先ほどいろんな構想はあるのでしょうけれども、その辺は

やはり強い思いで頑張っていただきたいとそんなふうに思います。今後、どうでしょう。

例えば、計画的な小ホールの活用でいろんなコンサートだとかというのは、具体的に何か

構想はあるのでしょうか。その辺ちょっと聞きたいのですけれども。

平野委員長 具体的な構想について、あるのかどうなのか。

渋谷課長。

渋谷生涯学習課長 いま、特に具体的な構想はありませんけれども、町内で活躍していま

す文化団体に関係の人にも声をかけながら、今後検討していきたいなというふうに考えて

おります。

平野委員長 新井田委員の話と関連しますけれども、この入館者状況を見ますと、町内の

かたが 853 人ということで、オープンから 4 か月弱なのですけれども、実際にいまの木古

内町の人口からいくと、5 分の 1 程度の人しか来られていない。もっと言いますと、きっ

と 1 人のかたが複数回見えられていることも考えると、町内の人口の 7 分の 1 なのか 8 分

の 1 くらいの数字になると思うのです。そのことを踏まえて、今後町内会も一団体しか来

ていないでしょうし、いまの新井田委員の言うように、各種イベントや学校の生徒達も入

館を増やしたいということについては、大いにこれからのいろいろな企画について期待い

たしますし、この数字を延ばしていただきたいなと思います。

その中で、特に高齢者が多いこの木古内町で、例えば町内会の団体が来られた際に、10

人なのか 20 人なのか高齢者のかたが大変多いと思うのです。その方々が当然、歩いて見て

回るのですけれども、何十分滞在するのかわかりませんけれども、好きなかたはずっと見

ているかたもいらっしゃいますし、中には団体で来たけれどもさほど興味もなく足も疲れ

て休みたいという人も出てくると思うのですけれども、そういう人方の休憩をできるスペ

ースというのは、いま現在どうでしょうか。団体が来られた時に対応をするものなのか。

渋谷課長。

渋谷生涯学習課長 事前に連絡をいただければホール等で椅子を用意しまして、対応でき

る体制ではあります。

平野委員長 事前に連絡をした際に対応をするということですか。

渋谷課長。

渋谷生涯学習課長 常設でも椅子とテーブルは用意しておりますけれども、一度に 50 人・

60 人ということであれば連絡をいただければ、その旨対応したいと考えております。

平野委員長 常設の椅子・テーブルがあるというのは、この資料館のどちらのほうで何脚
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くらいの椅子を既に設置してあるのでしょうか。

渋谷課長。

渋谷生涯学習課長 展示 10 と碇の間のホールで、10 脚程度椅子を用意しております。

平野委員長 それ以上のかたが来られた場合は、随時対応するということでよろしいです

ね。わかりました。

又地委員。

又地委員 せっかくできた郷土資料館ですし、これは社会教育のほうでことしはたぶん無

理だと思う。来年度に向けてプログラムを作るのです。いまの考えは、受動的なのです、

受動的。わかりますか。例えば、どこかの町内会が来てもらえればと。そうではなく、た

くさん全町民に一度は来てほしいという考えがあるのであれば、社会教育のほうで教育委

員会としてプログラムを来年作ると。例えば、釜谷町内会は何月何日とか、泉沢町内会は

何月何日とか。受けるほうではなく、こちらからもあれしていくというあれを考えをもっ

たらどうかな。それでないと、来てもらえればどこかで来てくれれば、行かなかったらい

つまでもだめなのだ。だから教育委員会サイドとして、発信すると。「いついつ、何月何日

は足も確保をします」と、これはいろいろ知恵を絞ってください。足を確保する。例えば、

バスの関係です、送り迎えの。それとも「何月何日にはどこどこ地区の足を確保しますか

ら来てください」というふうなスタイルに持っていかなかったらいつまでも経っても来ま

せんよ。暇な人だけより来ないのです。だから、来年度は平成 28 年度は社会教育として、

「郷土資料館の見学のためにはこういうローテーションを組んである、だから来てくださ

い」というふうにしたほうがいいのではないかな。足の問題もあります、いま同僚委員か

らもあったように。例えば釜谷いつ、泉沢はいつとか、そういうローテーションを組んで

発信してやってはどうですか。そうすると、かなり行っている学校サイドも同じ、小学校

から全員来ても困る。であれば、例えば 1・2 年生、40 人か 50 人くらいです。1 年・2 年

・3 年・4 年・5 年・6 年、あと中学校がある。そういうふうにこちらから教育委員会サイ

ドで計画を立てて、「どうですか」というふうにしたほうがいいのではないかな。それでな

いと来ません。

それと、何回も来たい郷土資料館なのかどうか。ちょっと語弊があるのだけれども。何

回も来たい、何回も来てもらうためには倉庫の中に眠っているものを早く展示できるよう

に、スピード感を持ってやってもらうと。それでないと、1 回行ったら大して物がないな

らとなったら 1 回切りです。また行ってみたいという興味が湧くような体制作りも早くし

ないとだめだ。それでないと、「1 回行けばもう行かない、1 回行ってきたからいい」とい

うことになりますし、だからその辺教育長もいますしどうでしょうか。受動的になる、教

育委員会自体が。攻めて行く方法を来年度は取ったらどうかなと思うのだけれども。足の

確保もある、総合的にどうですか。

平野委員長 教育長。

野村教育長 いま又地委員のほうから 2 点ほどご意見、それからご質問がありました。1

点目の関係については、積極的な町民へのＰＲというようなことでございます。先ほど、

渋谷生涯学習課長のほうからもこれから努めていかなければいけないというような努力目

標として、町民の方々に 1 人でも多く資料館を見ていただきたいというようなお話をさせ

ていただきました。スタッフの全てがやはり町民の方々に、本当に一度は必ず見ていただ
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きたいというような体制でいるところでございます。

これからは、やはり町内会を中核としたこの資料館の訪問、そして視察・見学をしてい

ただきたいというような狙いからすれば、町内会のほうに積極的に何月何日とこちらから

指定するわけにはいかないので、町内会のほうで考えていただいて、それに合わせた形で

アクセス、足の確保。こういうような部分も教育委員会のほうで対応しますよというよう

な条件の下に、町内会単位で動いていただく。あるいはほかの団体もありますから、老人

クラブだとかそういうほかのサークルもあると思います。そういうところにＰＲを積極的

に進めていきたいなというふうに思っているところでございます。

それともう 1 点は、「もう 1 回行きたいな」。いわゆる、魅力のある資料館にどうしたら

いいのかというようなご提案だというふうに思っています。この常設展示ですけれども、

先ほど佐藤副委員長のほうからお話もありましたが、同じものをというようなことですが、

これは縄文の磁器のもの、後期・前期・中期というようなものもある程度品替えをしてい

るのです。ですから、特徴のあるものを展示しているということです。これを何千点もあ

る復元したものを一斉に展示するということは、まず場所の確保からすると不可能なので

す。できるだけ多くのものを、そして品物を少しでも替えて見せていくということが大事

かなと。いま、整備の状況として先ほど渋谷課長のほうからお話を申し上げましたけれど

も、展示 6 の木古内と鉄道。ここの部分を来年の北海道新幹線開業に向けて、その前には

ある程度整備をして、先ほどの展示 7・8 の部分はちょっとまだ時間はかかると思いますけ

れども、町外の方々・町内の方々はもちろんですけれども、町外の方々にも広く情報を発

信してここを見ていただきたいなと思っています。

郷土資料館鶴岡地区にあって、ちょっと遠隔地にあります。やはり北海道新幹線の開業

を控えて、開業をした暁にはやはりいろんなかたが訪れるのではないかなというふうに思

っています。木古内町で何があるのだ、どこにどんな魅力があるかというようなことをお

そらく非常に関心をもっているのではないかなと思います。木古内を下りたらどんなとこ

ろが見られるのかというような部分の一つの大きな点として、教育委員会のほうでもこの

資料館の充実というような部分で、考えていかなければいけないなというふうに思ってい

るところでございます。いろいろこれからもまだオープンしたてて 1 年も経っておりませ

んので、委員の皆様方のご指導をお願い申し上げたいと思います。

平野委員長 又地委員。

又地委員 大変、教育長から前向きな考えが出てきました。そこで、例えば発掘現場から

出た破片は何万個とあると思うのです。これを整理するといったら不可能です、たぶん。

そこで、体験として例えば何万個もある破片を 1 人か 2 人で組み合わせてものに形にする

なんて不可能だと思うので、私は例えばその破片が一つの花瓶なら花瓶に作れるような体

験をさせたらどうですか。例えば、正確に破片を組み合わせていくなんて、一つずつあれ

して不可能です。だから、子ども達であっても生徒・児童であっても、あるいは老人クラ

ブであっても町場の人であっても、それらをさらけ出してこれで自分の好きなものを作っ

てくださいというような体験をこの発掘現場から出た何万個とある破片で作らせたらどう

ですか、自分の好きなものを。私はすごく興味を持って、足を運んでくれると思います。

何万個もある小さい破片をこれからどうやって整理するか。たぶんいつの時期かにはごみ

として出さざるを得なくなる。それよりも町民にその破片で好きなものを作って、持って
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帰ってもらえばいい。というようなアイディアもあるなとそういうふうに思っているので、

体験に何万個と札苅にもある、入りきらなくて旧中学校の体育館にもある。それをしまっ

ておくのではなくオープンにして、来た人に与えたらどうですか。そして、有効に使って

もらうと。あるいは、うまくできたものは展示してあげるとか。そんなふうな方法もある

と思いますので、検討してみてください。

平野委員長 教育長。

野村教育長 いまのご提案は、非常にアイディア的に非常に良いなというふうに思ってい

ます。ただ、これ一つずつ全部小さな破片でも、エナメルの筆で注記しているのですね。

何年何月にどこから出てきたと。そして、発掘したところはもう全部グリッド状で、Ａの

4 とかＢの 4 とか、碁盤のマス目の中にどこに入っていたのだと。どんな深さに入ってい

たのだというようなものは、これで証拠でわかるのですね。これは、発掘するためには税

金がかかっています。国であろうと道であろうと町費も入っているものもあります。それ

は、これは歴史的なやはり文化財であるというふうなものなのです。前にもお話をさせて

いただいたこともあると思うのですけれども、そういう小さなものから、それから復元が

できそうなものという段階で分けたところがあるのです。群馬県ですけれども。小さなも

のをＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅと分けた時に，Ｅは本当にもう砂利みたいなものだと。それを処

分したのですね。非常に文科省からかなり指導が入っていまして、ですからこの欠片を合

わせて一つのものに成果品にするのが処分するのかどうかというのは別かもしれませんけ

れども、そういうような使い方というのはちょっと無理ではないかなというふうに思って

おります。

平野委員長 その他。

又地委員。

又地委員 そうしたらこれからまだある。いくら出るかわからないと。どうするのですか、

将来。いくら文科省がどうのこうのと言っても、例えば出て出てどうにもならないと。そ

うしたら、入れる場所も作らないとだめだ。いずれは、例えば中学校の旧体育館にある。

いつまでも体育館が建っていればいいですよ。そうしたらどうするのだ。その辺は、私は

やはり規則は決まりは決まりとしても、例えばこっちから道なりにかけ合って文科省に話

をつけてもらうというような動きだってしてみたらどうですか。どうするのですか、そん

なものがあっても、正直なところ。言い方は悪い。言い方は悪いけれども、それはできな

いものですかね。それは例えば北海道の歴史、太古からのをあれしてそれは大事なものか

もわからない。だけれども、自治体にそれを全部いつまでも、早い話永久的です。永遠に

それを持っておいてと、これもまたおかしい話ではないのかなと。そんなふうにも私は感

じるのです。だから、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅがあって、Ｅはその辺の砂利と一緒だから捨て

てもいいとかというのであれば、その部分だけでも町民にあるいは体験として児童・生徒

にものを作らせるとか。形になればしまっておくということはいい。欠片をしまっておい

ても何の意味もない、考え方とすれば。欠片を合わせて形になれば、後生大事にする。こ

れは大事に取っておこうという気持ちにはなります。その辺の違いかなと思うのだけれど

も、それはどんな形であってもできないのですか。

平野委員長 教育長。

野村教育長 申し訳ないですけれども、それはできない不可能だと思います。私のほうも
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一度は、細かいものの分の処分について、ちょっと伺ったことがあるのです。道教委のか

たに、正式ではないですけれども。「それはまかり成らないでしょう」というようなことで

ございました。ですから、この埋蔵文化財の保護と開発という功罪とは言いませんけれど

も、非常に開発をすることによって道路だとか新幹線ができるのだけれども、北海道の道

南地区は特に埋蔵文化財の宝蔵地が多いということで、この特に西部 4 町でも頭を抱えて

いるところなのです。福島町もいまちょっと保管場所について、非常に苦慮しているとと

ころでございます。当町もこれから整理したものがどんどん搬入されてくるというような

ことでございまして、それを直接活用はしないでしょうけれども、いろいろな研究者が木

古内町に来て紹介を受けて、その資料を見せてあげるとかいうようなこともございます。

それで、この資料の中の 2 ページにちょっと左側に収蔵庫というふうなことで書いてお

りますが、具体的には特には決まってはいませんけれども、28 年度以降整備していきたい

なというふうに思っているところでございます。これは、財政と今後具体的に詰めてはい

かなければいけない部分ですけれども、収蔵庫であり、そして成果品を展示する棚ありと

いうようなそういうものを必要になってくるのかなというふうに思っているところでござ

います。

平野委員長 いまの又地委員の提案については、以前私も「どうせ使い道がないのだから

壁に全部貼り付けて使ったら」ということを強く提案したこともあって、その際も「絶対

許されないことなのだ、いま現在については」という説明でしたので、皆さんもその辺の

ことはご承知の上、今後どういう展開に変わっていくかわかりませんけれども、いま教育

長が言われるように、この 4 町だけでも困っているということであれば、今後保管の方法

について、あるいは使用については 4 町の連携で交渉してみるなりの方法もあると思いま

すので、含めてご検討いただければなというふうに思います。

平野委員長 その他。

鈴木委員。

鈴木委員 いま又地委員のお話もあり、野村教育長のお話もいろいろ聞かせていただいて、

まさに歴史文化の教育のみならず、これからの観光の拠点としての可能性もとてもあるの

ではないかというそういう期待感を持っています。そのためには先ほどの話もあったとお

り、バスですとかあらゆるところと連携して、サポートをするところはサポートをしてや

っていく必要があるので、行政としてこのバスも含めてどのように体制を考えているのか

と。

あと、いまこちらの資料館のほうも体制が整った段階だと私は思っています。その中で、

業務が増えますとやはり職員数・スタッフが適正に足りているのかどうか。こちら土日も

営業でしょうか。土日もということは、これから例えば観光客が来て土日がお客さんが増

えるかもしれません。土日の時の応援態勢、そして通常の職員・学芸員のかたの適正な人

数が足りているのかどうか、それをいま一度行政のほうとしても考えていってみてはいか

がだろうと私は思っております。やはりお客様にとって良いサービスをしていく、新しい

アイディア。例えば、先ほどありましたが映画ですとかいろんな特別とても良いアイディ

アだと思います。やはり、限られたスタッフの中では限界があると思います。そちらも含

めて、バスのほうの応援態勢、そしてこの人員です。スタッフが足りているのかどうか、

そちらのほうも今後の予定について、よろしくお願いします。
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平野委員長 2 点について、渋谷課長。

渋谷生涯学習課長 まず、お客さんの受け方なのですけれども、現在もＪＲ等で来られた

かたについては、連絡をいただければ町内のかたも含めまして、町教委で送迎をしている

のが現状であります。

それと、今後パンフレット等に函バスの時刻表を挟む予定です。

それと、スタッフの関係なのですけれども、いまは 3 人であそこを回しているわけなの

ですけれども、今後なかなか体制がうまくいかないというかたくさん来るようなことがあ

れば、いま現時点では教育委員会のグループの中で協力して対応したいというふうに考え

ております。

平野委員長 鈴木委員。

鈴木委員 理解はできました。やはり、土日お客さんが多くなった時に、できるだけスタ

ッフのかたの負担を軽減してみんなで協力態勢を作って、一丸となってお客さんを迎えら

れるような態勢を作っていただきたいと思いました。以上でございます。ありがとうござ

います。

平野委員長 新井田委員。

新井田委員 いろいろ運営に関してのお話が出ましたけれども、個人的な見解で私も 1 回

現場を見させていただいた経緯はありますけれども、いまは例えば入館するとＢＧＭ何か

は流されているのですか。それをまず 1 点と、やはり思うにいままで何万個という出てい

るわけですけれども、そういう発掘の状況のビデオとかある意味。あるいは、他町村のそ

ういう状況のビデオとか、そういうビデオ鑑賞も一つの策もあるのではないかと思うので

す。子どもさん何かいま言ったように、これから学校だとかいろんな施設のかたを呼ぶに

あたり、やはりメリハリを付けていただくというような中では、そういうビデオ鑑賞だと

かあるいは音楽だとか。あるいは、帰りにお土産を持っていくとか、何か簡単なそういう

ことも必要ではないのかなと。ただ、来ていただいて、見てさようならということではな

く、そういうことがやはり必要になってくると思うのですよ。もちろん、現場までのアク

セスだとか当然大事なことですけれども、そういうふうな取り組みというかさほど難しい

ことではないと思うのです。ですから、例えばスクリーン何かというのは、この展示 10 の

天井からいま垂れ下がるのもいまありますよね、お金は確かにかかりますけれども。そう

いう部分も含めて、やはり検討されたほうが非常にいいのかなということで、個人的なち

ょっとアイディアにはなりませんけれども、一つのこういうのがいいのではないかという

ようなことですので、参考になればということでちょっとお話をさせていただきます。ど

うでしょうか、その辺。

平野委員長 渋谷課長。

渋谷生涯学習課長 ＢＧＭは現在流しておりません。流しておりませんというか放送機器

の調子というか整備がされていないものですから。ですから、次年度に向けて整備をして

ＢＧＭを流すようにしたいというふうに考えております。

平野委員長 ビデオやお土産等についての提案については、いま現在の見解でもいいです

し今後について、なしならなし、検討するなら検討するで。

渋谷課長。

渋谷生涯学習課長 次年度に向けて、スクリーンとか整備しながらその方向で進めていき
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たいと思います。

平野委員長 その他、ございますか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 なければ、以上をもちまして、郷土資料館の整備及び運用状況についての調

査は終わりたいと思います。

引き続き、皆様方のお手元に、事前に木古内町子どもの読書活動推進計画という平成 27

年から 31 年までの計画書が配付されていると思います。こちらについて、生涯学習課より

説明をしたいとの旨のお話がありましたので、それを許したいと思いますがよろしいです

か。

西山（敬）主査。

西山（敬）主査 社会教育を担当しております、西山です。よろしくお願いします。

私のほうからは、事前に配付させていただきました、こちらの木古内町子どもの読書活

動推進計画について、簡単に説明させていただきたいと思います。

まず、こちらの計画につきましては、昨年度から公民館運営審議会において策定を進め

てきており、今回完成いたしましたので委員の皆様に配付をさせていただいたものです。

本日開催の第 4 回総務・経済常任委員会の調査事項ではないのですが、この計画につい

ては文科省の通知により、平成 29 年度までに市にあっては 100 ％、町村にあっては 70 ％

の策定・公表を定められております。木古内町におきましては、平成 26 年度から策定を進

めてまいりました。内容としましては、子ども達が読書活動を通じて生きる力を身につけ、

豊かな心を育み、健やかに成長できるよう総合的及び計画的に読書環境整備を推進する体

制作りと、人材育成を目標に計画されております。当町では木古内子どもを取り巻く関係

機関として小学校・中学校をはじめ、各保育園、健康管理センター等と連携を図り、本計

画をまとめました。向こう 5 年間この計画に沿った形で読書活動推進を図っていく次第で

す。本計画を一読いただき、委員の皆様からもいろいろとご助言をいただければと考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。簡単ではございますか、本計画の内容につい

ての説明とさせていただきます。貴重な時間をありがとうございました。

平野委員長 5 か年のこのような読書の活動推進計画ができあがったということの報告で

すのでよろしいですね、皆さんについては。

中を見ていただいて、また後日気付いたこと等があればいま西山（敬）主査が言ったよ

うに、何か助言でもしていただければ活かしていただけると思います。

それでは、その他よろしいですか。

（「はい」と呼ぶ声あり）

平野委員長 以上をもちまして、生涯学習課の調査については終わりたいと思います。

お疲れ様でした。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 2時 33 分

再開 午後 2時 36 分
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3 ．その他

平野委員長 それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。

調査事項は終わりましたが、その他ということで何かございますか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 なければ、以上をもちまして、第 4 回総務・経済常任委員会を終了いたしま

す。なお次回、第 5 回の開催は 7 月の 28 日を予定しておりますので、よろしくお願いいた

します。

大変、お疲れ様でした。

説明員：大野副町長、山本総務課長、幅崎主査、田畑主査、加藤（崇）主査、山根主事

木村産業経済課長、羽澤（真）主査、吉田主事、村上主事、野村教育長

渋谷生涯学習課長、西山（敬）主査、木元（豊）学芸員

傍 聴：なし

報 道：なし

総務・経済常任委員会

委員長 平 野 武 志


